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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等
 

回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期

決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月

売上高 (百万円) 10,960 7,633 9,898 10,659 9,743

経常利益 (百万円) 781 32 287 413 479

親会社株主に帰属する当期

純利益
(百万円) 503 45 190 270 321

包括利益 (百万円) 637 12 260 1,005 777

純資産額 (百万円) 17,199 17,102 17,254 18,151 18,819

総資産額 (百万円) 19,991 19,983 19,991 22,201 21,844

１株当たり純資産額 (円) 7,821.33 7,779.53 7,849.16 8,260.21 8,565.22

１株当たり当期純利益 (円) 225.14 20.82 88.35 125.14 148.84

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 84.4 83.9 84.6 80.2 84.5

自己資本利益率 (％) 2.8 0.3 1.1 1.6 1.8

株価収益率 (倍) 16.4 167.9 32.6 22.1 17.8

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
(百万円) 3,113 △573 △1,246 1,552 650

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
(百万円) 145 434 △454 679 △252

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
(百万円) △3,011 △108 △111 △110 △111

現金及び現金同等物の期末

残高
(百万円) 8,479 8,233 6,423 8,544 8,831

従業員数
(人)

179 188 188 189 179

［外、平均臨時雇用者数］ [64] [61] [59] [55] [90]

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第72期の期首から適用してお

り、第72期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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(2）提出会社の経営指標等
 

回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期

決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月

売上高 (百万円) 10,536 7,374 9,462 10,148 9,063

経常利益 (百万円) 775 36 274 377 438

当期純利益 (百万円) 503 46 185 249 296

資本金 (百万円) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

発行済株式総数 （千株） 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806

純資産額 (百万円) 16,652 16,561 16,705 17,569 18,199

総資産額 (百万円) 19,408 19,417 19,370 21,522 21,084

１株当たり純資産額 （円） 7,722.62 7,681.27 7,748.49 8,149.83 8,443.29

１株当たり配当額

（円）

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

（内１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 225.38 21.28 85.95 115.44 137.32

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 85.8 85.3 86.2 81.6 86.3

自己資本利益率 （％） 2.8 0.3 1.1 1.5 1.7

株価収益率 （倍） 16.4 164.3 33.5 24.0 19.3

配当性向 （％） 22.2 235.0 58.2 43.3 36.4

従業員数
（人）

170 180 180 182 171

［外、平均臨時雇用者数］ [59] [55] [53] [49] [85]

株主総利回り （％） 75.0 71.9 60.6 59.4 58.0

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (107.4) (121.1) (118.1) (151.5) (182.5)

最高株価 （円） 5,170 3,925 3,650 2,975 3,270

最低株価 （円） 3,350 3,250 2,727 2,705 2,630

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所（スタンダード市場）におけるものであり、

それ以前は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第72期の期首から適用してお

り、第72期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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２【沿革】

　1935年４月、金下修三が土木請負業「金下組」を創業したのが当社の起源であります。その後、1951年４月組織を

改め、資本金1百万円をもって現本店所在地に金下建設株式会社を設立しました。

　その後の変遷は次のとおりであります。

1954年７月 道路舗装工事部門に進出。宮津市に須津アスファルト合材所を設置。

1955年10月 建設業法により建設大臣(ヨ）第4579号の登録を完了。（以後２年毎に更新登録）

1955年12月 大阪市に大阪出張所（現・大阪支店）を開設。

1956年３月 京都市に京都出張所（現・京都支店）を開設。

1960年４月 建築工事部門に進出。

1961年９月 兵庫県養父郡八鹿町（現・養父市）に但馬アスファルト合材所を設置。

1962年７月 京都府船井郡丹波町（現・京丹波町）に丹波アスファルト合材所を設置。

1963年８月 兵庫県豊岡市に豊岡出張所（現・兵庫支店）を開設。

1972年７月 京都証券取引所に株式を上場。

1973年７月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。

1974年１月 建設業法の改正により建設大臣許可（特－48）第2794号。（以後３年毎に更新許可　1997年から

は、５年毎に更新許可）

1990年４月 豊岡出張所を兵庫支店に昇格。

1996年４月 司建設株式会社（現・連結子会社）を設立。

2001年８月 司建設株式会社（現・連結子会社）が株式会社和田組（現・連結子会社）の株式を取得。

2005年11月 宅地建物取引法による京都府知事(1)第12240号の免許を取得。

2007年３月 株式会社ＫＡＬＳを設立。

2007年７月 建設業法による13業種の追加許可。

2010年10月 宅地建物取引法による国土交通大臣(1)第8050号の免許を取得。（以後５年毎に更新許可）

2013年７月

 

2016年12月

2019年３月

2022年４月

 

2024年３月

 

東京証券取引所と大阪証券取引所との現物市場の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上

場。

株式会社ＫＡＬＳの清算結了。

建設業法による解体工事業の追加許可。

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場

に移行。

京都府宮津市に回転寿司店をオープンし飲食事業に進出。
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３【事業の内容】

　当社グループは当社、子会社５社及び関連会社４社で構成され、建設事業を主な事業として、建設事業に関連附帯

するその他の事業及び飲食事業を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置付け及びセグメント情報との関連は、次のとおりであります。

（建設事業）

　当社及び連結子会社である司建設㈱、㈱和田組並びに関連会社である㈱金下工務店、サンキ工業㈱は建設事業

を営んでおります。当社は施工する工事の一部をこれらの関係会社へ発注するとともに、関係会社が受注した工

事の一部について施工協力を行っております。

（製造・販売事業等）

　当社は、アスファルト製品等の製造販売、産業廃棄物の中間処理（リサイクル）及びその他建設資材の販売並

びに飲食事業（回転寿司店の運営）等を行っております。

　非連結子会社の橋立生コンクリート工業㈱は生コンクリートの製造販売事業、非連結子会社の㈱ソーゴーギケ

ンは建設コンサルタント事業、関連会社のサンキ工業㈱は建設資材の販売事業をそれぞれ営んでおります。当社

はこれらの関係会社から資材の購入、役務の提供を受けております。また、非連結子会社のＰＦＩ舞鶴常団地㈱

は公営住宅（舞鶴常団地）の維持管理に係る業務を行っており、持分法適用関連会社の宮津太陽光発電(同)及び

丹後太陽光発電(同)は太陽光発電事業を営んでおります。

 

　事業の系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

司建設㈱

（注）１、２、３、

４

京都市中京区 40 建設事業

45.0

(16.1)

[19.0]

当社の建設事業において施工

協力しております。当社所有

の建物を賃借しております。

㈱和田組

（注）１、２
京都府宮津市 90 建設事業

100.0

(100.0)

当社の建設事業において施工

協力しております。

（持分法適用関連会
社）

     

宮津太陽光発電(同)

（注）１
京都府宮津市 10 製造・販売事業等 33.3

当社所有の土地を賃借してお

ります。

役員の兼任があります。

丹後太陽光発電(同)

（注）１
京都府宮津市 10 製造・販売事業等 33.3

当社所有の土地を賃借してお

ります。

役員の兼任があります。

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

３．議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。

４．持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2024年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

建設事業 155 [45]

製造・販売事業等 8 [45]

全社（共通） 16 [－]

合計 179 [90]

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を［　］外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2）提出会社の状況

    2024年12月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

171 [85] 47.2 20.0 6,056,776

 

セグメントの名称 従業員数（人）

建設事業 147 [40]

製造・販売事業等 8 [45]

全社（共通） 16 [－]

合計 171 [85]

　（注）１．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を［　］外数で記載しております。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(3）労働組合の状況

労働組合は結成されておらず、労使関係について現在特記すべき事項はありません。

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①提出会社

 当事業年度

管理職に占める女性労働者の割合（％）（注） 2.3

（注）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであ

ります。

提出会社における男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略してお

ります。

②連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の

対象ではないため、記載を省略しております。

EDINET提出書類

金下建設株式会社(E00133)

有価証券報告書

  7/100



第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは、「一、まず『健康』であること　一、人には『親切』にすること　一、受けた『恩義』を忘れ

ないこと」を社訓とし、経営理念として「社会から必要とされ続ける企業であるために、関わるすべての人々に感

謝し、受けた恩義を忘れず、心身ともに健康な社員を育て、親切・丁寧なものづくりを通じて、世の中に貢献する

企業を目指します。」と定めており、経営の基本方針としております。

 

(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、企業価値の向上のため、安定的な収益確保を目指しており、経営指標として売上高、営業利益

を重要視しております。

 

(3) 経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

建設業界を取り巻く環境は、建設資材価格の高止まりや慢性的な労働者不足、時間外労働の上限規制による労

務単価の上昇が建設コストに大きく影響を与え、また、受注競争が激化する中で生産性の向上や高品質化が求め

られると同時に、多様な人材が活躍できる労働環境の整備が不可欠な状況になると思われます。

このような状況の中、当社グループは、社会・顧客からの信用を第一とし、経営環境の変化や不測の事態にも

迅速かつ適切な対応ができる健全な経営基盤を維持し、親切・丁寧なモノづくりを通じて、豊かな社会環境と安

心で安全な生活空間を提供し続けるとともに、企業価値最大化を目指しコーポレート・ガバナンスの充実に全社

一丸となって取り組んでまいります。

建設事業につきましては、受注拡大を目指し、今までに培ってきたノウハウと経営資源を最大限に活用し、有

望市場への営業活動を積極的に展開するとともに、顧客満足を実現する高品質な構築物を提供するため、知恵を

結集し、工夫を重ねながら、継続的な改善に取り組んでまいります。

また、生産性の向上に向けた全社的なＤＸ化を推進し、現場管理体制の強化による業務の効率化を図ることで

収益性の向上に努めるとともに、健康的で安心して働ける労働環境の整備に加え、多種多様な人材の確保・育成

を目的とした大学での企業特別講座の開催や次世代への技術力の継承、充実した福利厚生の整備にも取り組むこ

とで、人的資本の強化に努めてまいります。

さらに、持続的な成長を目指し、再生可能エネルギーへの取り組みも引き続き推進するとともに、新たな事業

活動にも取り組むことで、地域社会の活性化に寄与してまいります。

今後も、安全管理と環境への配慮を徹底し、地域社会をはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、

必要とされ続ける企業を目指し、変革を恐れず、新たな価値創造に挑戦するとともに、コンプライアンスと企業

の社会的責任を果たすための活動を推進してまいります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　当社グループは、従業員の行動指針として、一、まず『健康』であること　一、人には『親切』にすること　

一、受けた『恩義』を忘れないこと　を社訓として定めるとともに、「当社は社会から必要とされつづける企業で

あるために、関わるすべての人々に感謝し、受けた恩義を忘れず、心身ともに健康な社員を育て、親切・丁寧なも

のづくりを通じて、世の中に貢献する企業を目指します」を経営理念とし、事業活動を推進しております。

 

 

(1）ガバナンス

　当社グループでは、サステナビリティを重要な経営課題の一つとして位置づけ、持続的な成長を目指し、ものづ

くりを通じて、豊な社会環境と安心で安全な生活空間を提供し続けるとともに、企業価値最大化を目指しコーポ

レート・ガバナンスを充実させることが必要であると考えております。

　サステナビリティを推進する社内体制は、各部門の責任者である部門長及び各部署の責任者である部署長が、各

部門、部署で取り組んでいる活動状況を代表取締役を中心とした管理者会、又は、担当取締役を中心とした経営会

議に報告し、経営層と関係部署が連携し、リスクの未然防止に努めると共に、社内外の対応方針を策定しておりま

す。その結果を適宜、担当取締役及び担当部門より、取締役会へ報告し、推進しております。

　気候変動の関連事項に関しては「環境方針」、また、人的資本の関連事項に関しては、「安全衛生方針」及び

「人材育成方針」を定め、統合マネジメントシステムに基づき、リスク及び機会の監視、及び管理を実施しており

ます。代表取締役は、その改善を指示する責任と権限を有し、マネジメントレビューを通じ、統合マネジメントシ

ステムの有効性を評価しております。

　なお、人的資本の関連事項については、経営会議にて重要事項の立案・検討を行い、適宜、取締役会に報告し、

審議・決定を実施しております。

　詳細は、「第4　提出会社の状況　4.コーポレート・ガバナンスの状況等　(1)コーポレート・ガバナンスの概

要」に記載しております。

 

(2）戦略

①サステナビリティ

　当社グループでは、持続的な成長を目指し、再生可能エネルギーへの取り組みを推進するため、太陽光発電事業

に取り組むと共に、環境方針及び統合マネジメントシステムに基づき年１回環境影響評価によりリスク及び機会の

評価を行い、各部門において取組(活動計画)を立案し、実施しております。

＜環境方針＞

『企業活動のすべての段階で、環境との調和と負荷低減に取り組む』を基本方針とする。

1.環境活動の継続的な改善と、法規制・協定等の順守により環境汚染を防止する

2.省資源、省エネルギー、建設副産物の発生抑制、リサイクルに積極的に取り組む

3.環境に配慮した設計・提案を行う(ライフサイクル設計の推進)

4.地域社会と対話をはかり、ボランティア活動へ積極的に参加し、地域環境保全に貢献する。

　また、「持続可能な開発目標(SDGｓ)」に賛同し、SDGs宣言を行い、「環境保全への貢献」、「品質向上と生産

性の向上」、「安全で働きがいのある職場環境の充実」、「地域社会との共存」、「経営基盤の充実」に取組んで

おります。

　なお、サステナビリティについての取組については、下記のURLよりご参照下さい。

「https://www.kaneshita.co.jp/sustainability/」

 

②人的資本

　当社グループは、サステナビリティの実践に向けて、人的資本への投資を重要課題として捉え、人材育成方針を

定め、人材の確保、育成に取り組んでおります。

＜人材育成方針＞

『自ら成長しようとする従業員に力を貸し、耳を傾け、実行できる支えとなる』を基本方針とする。

1.人材は経営理念を実現するための最も重要な経営資源として捉え、人材の力を最大限発揮できる投資を行う

2.従業員自らが成長するための機会を提供し、支援する

3.雇用や処遇について、国籍、性別、信条、年齢などによるいかなる差別や不当な取扱いは行わない

4.従業員が公私共に、モチベーションを高くもてる環境を整える(ワークライフバランス)
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　人材の確保に関しては、多様な人材の確保に向け、長期インターンシップや職場見学の受け入れをはじめ、大学

での企業特別講座の実施、また、当社独自の奨学金制度、奨学金返済支援制度を設けるなどの制度の充実にも力を

入れております。

　人材育成に関しては、統合マネジメントシステムに基づいた、部門ごとの教育訓練計画に基づく教育訓練をはじ

め、３ヶ月間に渡る新入社員研修、OJT教育、外部講習の積極的な受講を促すなど、全ての人材に対して適時必要

な教育を受ける機会を提供しております。さらに、従業員の資格取得を支援するために自己研鑽支援制度を整備

し、従業員のチャレンジを支援し、専門的な知識を備えた多様な人材確保に努めております。

　社内環境の整備に関しては、少子高齢化等、社会環境が変化する中で、多様な働き方に対応できる環境を整備し

ていくことが、社員一人ひとりの充実した社会生活につながると考え、制度や環境を整えることで社員の働き甲斐

の向上に取組んでおります。

 

(3）リスク管理

　当社グループは、サスティナビリティ関連を含む全社的なリスク及び機会について、コンプライアンス、安全、

環境、品質、財務及び情報セキュリティ等の社内諸規程の制定するとともに、それぞれの担当部門において、検

討・管理しており、必要に応じ、管理者会又は経営会議に報告し、リスク及び機会について、経営層と関係部署が

連携し、組織的な対応を行っております。

　また、定期的に内部監査を実施し、監査結果等から、リスク及び機会の評価を行い、継続的改善に取り組んでお

ります。当社グループの事業等のリスクについては、「第２　事業の状況　　３　事業等のリスク」に記載してお

ります。

　気候変動の関連事項については、統合マネジメントシステムに基づき定期的なモニタリング、評価を行い、必要

に応じて管理者会に報告し、必要な指示、監督を行っております。

　人的資本の関連事項については、負傷、疾病、感染症等により就業が困難になる場合や、就業制限となる場合を

人材に関するリスクと考えております。そのため、安全衛生方針を定め、統合マネジメントシステムに基づき定期

的にモニタリング、評価を行い、必要に応じて管理者会等に報告し、必要な指示、監督を行っております。

＜安全衛生方針＞

『安全はすべてに優先する』、『健康経営の推進』を基本方針とする。

1.作業所長は労働災害撲滅のために、自らの意思と指導力を発揮する

2.不安全行動撲滅十カ条の推進

3.協力会社との協働による安全管理能力の向上をはかる

4.心身ともに健康な社員を育てる

5.マナー・ルールを守り、モラルある行動をする

 

 

(4）指標及び目標

①サステナビリティ

　当社は、サステナビリティに関し、環境を重要と考えており、統合マネジメントシステムに基づき、各部門にお

いて年度ごとに目標を設定しております。リスク及び機会の評価の結果、重要な取組みとして、「環境事故・環境

法令違反ゼロ」、「建設廃棄物の発生抑制」等を目標に掲げ取組んでおります。

 

②人的資本

　当社グループでは、事業活動に必要な人材を広い範囲から登用することが妥当であると考えていることから、性

別、国籍等によって登用の判断をすることはありませんので、多様性の確保にかかる目標値は定めておりません。
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３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと

おりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 建設市場の動向

建設事業にかかる環境の変化等により、建設市場が著しく縮小した場合には、競合他社との受注競争により業

績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、官民を問わずあらゆる市場を事業領域とし、また、市場動向の変化を察知できるよう情報収

集に努めてまいります。

(2) 資材価格・労務単価の高騰及び資材・労働者の不足

原材料価格及び資材価格、労務単価が高騰し、その価格変動を請負金額に反映することが困難な場合や、資

材・労働者の不足が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、最新の資材、労働者の動向を把握するため、価格調査や各業者との情報交換を行うとともに

生産性の向上に努めております。

(3) 取引先の信用リスク

貸倒れが懸念される取引先や債務者について予想を超える貸倒れが発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性

があります。

当社グループは、取引先の倒産予測値と新規取引先の経営状況を把握しており、貸倒れが懸念される場合は貸

倒実績率及び個別検討により貸倒引当金を計上しております。

(4) 建設施工に伴う労働災害及び事故

建設施工に伴い、万一、法令違反又は人身や施工物等に関わる労働災害及び事故が発生した場合、業績や企業

評価に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、建設業法、労働関係法令その他関連法令を遵守するとともに、建設工事の施工に際しては、

安全教育の実施、危険予知活動や点検パトロール等、労働災害及び事故を撲滅するための活動を実施しておりま

す。

(5) 保有有価証券の時価下落

保有している有価証券の時価が著しく下落した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、時価を有する有価証券を保有しており定期的にその保有の意義を検証し、継続保有、縮減の

判断を行っております。

(6) 自然災害及び感染症の発生

自然災害の発生や感染症の拡大により、工事の中断や大幅な遅延、設備の損傷等が発生した場合、業績に影響

を及ぼす可能性があります。

これらのリスクに対して、自然災害については、事業継続計画(BCP)を整備し、必要に応じて災害対策本部を設

置するなどの対応計画を策定し、事業活動への影響を最小限に抑えるよう努めております。

感染症については、新型コロナウイルスを含む各種感染症の対策につきましては、従来から取り組んでいるWEB

会議、必要に応じたテレワークの実施、衛生管理等の基本的な予防対策の徹底により事業活動への影響を最小限

に抑えるよう引き続き努めております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得の改善が進む中、緩やかな回復基調で推移しました。しかし

ながら、不安定な国際情勢や為替相場の変動に加え、物価の上昇が継続的に懸念される等、景気の先行きは、依然

として不透明な状況となりました。

建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移し、民間設備投資の一部に持ち直しの動きも見られましたが、

建設資材価格の高止まりや、慢性的な建設技術者・労働者不足の問題が深刻化しており、引き続き厳しい状況とな

りました。

このような状況の中、当連結会計年度の当社グループの売上高は、前連結会計年度からの繰越工事が減少したこ

と等により97億4千３百万円（前期比8.6％減）となり、利益面につきましては、営業利益は、工事採算の改善等に

より売上総利益が増加したことから2億7千3百万円（前期比14.8％増）となり、経常利益は、受取配当金が増加し

たこと等により4億7千9百万円（前期比15.9％増）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は3億2千1百万円（前

期比18.9％増）となりました。

 

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。（セグメントごとの経営成績については、セグメント間の

内部売上高又は振替高を含めて記載しております。）

（建設事業）

受注工事高は129億7千万円（前期比52.1％増）となりました。売上高は、前期からの繰越工事が減少したこと等

により93億4千6百万円（前期比10.5％減）となり、セグメント利益は、工事採算性の改善等により売上総利益が増

加し7億6千7百万円（前期比2.2％増）となりました。

（製造・販売事業等）

主にアスファルト合材の販売、飲食事業（回転寿司店の運営）等で、売上高は8億4千9百万円（前期比35.0％

増）となりましたが、アスファルト合材の原材料価格高騰等によりセグメント利益は3千7百万円（前期比13.0％

減）となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2億8千7百万円の増加（前期は21

億2千1百万円の増加）し88億3千1百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは6億5千万円の増加（前期は15億5千2百万円の増加）となりました。増加し

た主な要因は、売上債権が減少したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは2億5千2百万円の減少（前期は6億7千9百万円の増加）となりました。減少

した主な要因は、投資有価証券の取得等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは1億1千1百万円の減少（前期は1億1千万円の減少）となりました。減少し

た主な要因は、配当金の支払い等によるものであります。
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③ 生産、受注及び販売の実績

(1) 受注実績

セグメントの名称

前連結会計年度
（自 2023年１月１日
  至 2023年12月31日)

（百万円）

当連結会計年度
（自 2024年１月１日
  至 2024年12月31日)

（百万円）

建設事業 8,528 12,970(52.1％増)

 

(2) 売上実績

セグメントの名称

前連結会計年度
（自 2023年１月１日
  至 2023年12月31日)

（百万円）

当連結会計年度
（自 2024年１月１日
  至 2024年12月31日)

（百万円）

建設事業 10,444 9,346(10.5％減)

製造・販売事業等 215 397(84.6％増)

合計 10,659 9,743(8.6％減)

　（注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

３．セグメント間の取引については相殺消去しております。

４．売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は次のとおりであります。

セグメント名
前連結会計年度 当連結会計年度

相手先 金額(百万円) 割合(％) 相手先 金額(百万円) 割合(％)

建設事業 国土交通省 1,176 11.0 国土交通省 1,859 19.1

建設事業、製造・販売

事業等
京都府 2,146 20.1 京都府 1,560 16.0

建設事業
社会福祉法人北

星会
1,281 12.0 － － －

 

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

1. 受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高

期別 区分
前期繰越
工事高

（百万円）

当期受注
工事高

（百万円）

計
 

（百万円）

当期完成
工事高

（百万円）

次期繰越
工事高

（百万円）

前事業年度
（自 2023年１月１日

至 2023年12月31日）

 

土木 2,162 3,736 5,898 4,558 1,340

建築 4,858 4,271 9,129 5,375 3,754

計 7,020 8,007 15,027 9,933 5,094

当事業年度
（自 2024年１月１日

至 2024年12月31日）

 

土木 1,340 4,920 6,260 4,550 1,710

建築 3,754 7,359 11,113 4,114 7,000

計 5,094 12,279 17,373 8,664 8,709

（注）１．前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注工事高にその増

減額を含みます。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれます。

２．次期繰越工事高は（前期繰越工事高＋当期受注工事高－当期完成工事高）であります。
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2. 受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 区分 特命（％） 競争（％） 計（％）

前事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

土木工事 0.6 99.4 100

建築工事 26.6 73.4 100

当事業年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

土木工事 2.0 98.0 100

建築工事 1.3 98.7 100

　（注）百分比は請負金額比であります。

3. 完成工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

前事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

土木工事 4,241 318 4,558

建築工事 261 5,113 5,375

計 4,502 5,431 9,933

当事業年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

土木工事 3,995 555 4,550

建築工事 556 3,558 4,114

計 4,551 4,112 8,664

　（注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

前事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

発注者 工事名称

京都府

小倉西舞鶴線 地方道路交付金工事（新白鳥トンネル（仮称））小倉西

舞鶴線 地方道路交付金（加速化対策）工事（新白鳥トンネル（仮

称））

ニチレキグループ㈱ （仮称）ＮＳＢプロジェクト（工事監理業務・施工業務）

㈱関西ケーズデンキ (仮称)ケーズデンキ長吉出戸店新築工事

学校法人京都産業大学 京都産業大学 （仮称）４号館大規模リニューアル改修工事

国土交通省 大野油坂道路新塚原地区他舗装他工事

 
当事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

発注者 工事名称

社会福祉法人北星会
社会福祉法人 北星会（仮称）特別養護老人ホーム与謝の園 移転新築計

画

京都市 津知橋幹線公共下水道工事

京都府 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事（呑龍ポンプ場調整池）

医療福祉生活協同組合おお

さか

医療生協かわち野生活協同組合　(仮称)はなぞの生協診療所医療介護複

合施設　新築工事

ハーベストネクスト㈱ ハーベストネクスト㈱高浜工場新築工事
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２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。

前事業年度

発注者 金額（百万円） 比率（％）

京都府 2,007 20.2 

社会福祉法人北星会 1,281 12.9 

国土交通省 1,176 11.8 

 
当事業年度

発注者 金額（百万円） 比率（％）

国土交通省 1,859 21.5 

京都府 1,421 16.4 

 

 

4. 次期繰越工事高（2024年12月31日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円）

土木工事 1,499 210 1,710

建築工事 1,594 5,406 7,000

計 3,093 5,616 8,709

（注）次期繰越工事のうち３億円以上の主なもの

発注者 工事名称 工期

看護学校整備合同会社 看護学校整備事業　学舎・学生寮建設工事 2026年12月完成予定

舞鶴市 舞鶴市西消防署庁舎新築工事 2026年１月完成予定

学校法人京都産業大学
京都産業大学　令和６年度　守衛所－天地館の急傾斜地対策

工事（土木工事）
2025年３月完成予定

学校法人常翔学園 大阪工業大学　枚方キャンパス　ＤＸフィールド新築工事 2025年１月完成予定

国土交通省 桂川西京極地区他河道掘削工事 2025年２月完成予定

 

製造・販売事業等における売上高の状況

種別
前事業年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当事業年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

製造・販売事業（百万円） 156 170

飲食事業（百万円） － 188

その他（百万円） 59 42

計（百万円） 215 399
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

１．財政状態

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ9億7千7百万円減少し120億7千8百万円となりました。減少した主な要因

は、工事代金の回収により受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等によるものであります。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べ6億2千1百万円増加し97億6千6百万円となりました。増加した主な要因

は、投資有価証券が増加したこと等によるものであります。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ12億5千2百万円減少し14億3千8百万円となりました。減少した主な要因

は、工事未払金が減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ2億2千7百万円増加し15億8千8百万円となりました。増加した主な要因

は、株価の上昇に伴い、繰延税金負債が増加したこと等によるものであります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ6億6千8百万円増加し188億1千9百万円となりました。増加した主な要因

は、株価の上昇に伴い、その他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。１株当たり純資産

額は、8,565.22円（前連結会計年度は8,260.21円）、自己資本比率は84.5％（前連結会計年度は80.2％）となり

ました。

２．経営成績

（売上高）

当社グループの売上高は、97億4千3百万円（前期比8.6％減）となりました。減少した主な要因は、前期から

の繰越工事が減少したこと等によるものであります。

（売上総利益）

売上総利益は、12億2千万円（前期比2.9％増）となりました。増加した主な要因は工事採算の改善等によるも

のであります。

（営業利益）

営業利益は、2億7千3百万円（前期比14.8％増）となりました。増加した主な要因は売上総利益の増加による

ものであります。

（経常利益）

営業外収益は、2億2千6百万円（前期比15.4％増）となりました。増加した主な要因は、受取配当金が増加し

たこと等によるものであります。

営業外費用は、2千1百万円（前期比1.9％減）となりました。

その結果、経常利益は、4億7千9百万円（前期比15.9％増）となりました。

（特別利益）

特別利益は、建設事業における工事機械等の売却益により5百万円となりました。

特別損失は、製造・販売事業等における工事機械の除却損により0百万円となりました。

（法人税等）

法人税等は、1億5千万円（前期比11.1％増）となりました。増加した主な要因は、税金等調整前当期純利益の

増加によるものであります。

（親会社株主に帰属する当期純利益）

親会社株主に帰属する当期純利益は、3億2千1百万円（前期比18.9％増）となりました。増加した主な要因

は、売上総利益及び受取配当金等の増加等によるものであります。
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セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。（セグメントの

業績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。）

（建設事業）

受注工事は、民間工事が増加したこと等により、129億7千万円（前期比52.1％増）となりました。売上高は、

前期からの繰越工事が減少したこと等により93億4千6百万円（前期比10.5％減）となりました。セグメント利益

は、売上高の減少となりましたが、工事採算性の改善等により売上総利益が増加し7億6千7百万円（前期比2.2％

増）となりました。

（製造・販売事業等）

主にアスファルト合材の販売、飲食事業（回転寿司店の運営）等で、売上高は新たに飲食事業を開始したこと

により8億4千9百万円（前期比35.0％増）となりましたが、アスファルト合材の原材料価格高騰等によりセグメ

ント利益は3千7百万円（前期比13.0％減）となりました。

 

３．経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループは、「第一部　企業の状況　　第２　事業の状況　　１ 経営方針、経営環境及び対処すべき

課題等」に記載のとおり、社会・顧客からの信用を第一とし、経営環境の変化や不測の事態にも迅速かつ適切

な対応ができる健全な経営基盤を維持し、親切・丁寧なモノづくりを通じて、豊かな社会環境と安心で安全な

生活空間を提供し続けるとともに、企業価値最大化を目指しコーポレート・ガバナンスの充実に全社一丸と

なって取り組んでまいります。

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性のある事項につきましては、「第一部　企業の情報　　第２　事

業の状況　　３　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

 

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

１．キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて2億8千7百万円増加し、88億3千1百

万円となりました。その主な要因は、工事代金の回収による売上債権が減少したこと等により、営業活動による

キャッシュ・フローが6億5千万円の増加になりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還

による収入が2億円ありましたが、投資有価証券の取得よる支出が4億1百万円あり、2億5千2百万円の減少となり

ました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により1億1千1百万円の減少となりました。

 

２．資本の財源及び資金の流動性の分析

当社グループの運転資金需要の主なものは、建設事業に係る工事費、製造・販売事業等に係る原材料の仕入

れ、販売費及び一般管理費の営業費用であります。投資を目的とした資金需要のうち主なものは、建設事業に係

る工事機械の取得や製造・販売事業等に係るアスファルト製造工場の更新及び飲食事業による設備投資によるも

のであります。

これらの全額を自己資金でまかなっております。

 

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。連結財務諸表の作成にあたり、資産、負債並びに収益、費用の金額の見積りにつきましては、一定

の会計基準の範囲内で必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りに不確実性が伴うため、実際の結果は、

これらとは異なることがあります。

重要な会計上の見積りにつきましては「第５　経理の状況　　１連結財務諸表等　　（１）連結財務諸表　　

注記事項　　（重要な会計上の見積り）」に記載しております。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

　当社グループでは、主に製造・販売事業等において46百万円の設備投資を行いました。

（建設事業）

　当社グループにおいて工具器具の購入により0百万円の設備投資を行いました。

（製造・販売事業等）

　当社グループにおいて2024年３月より新たに開始した飲食事業における店舗関連設備設置等及び工場内の工事機械

の買い替え等により45百万円の設備投資を行いました。

（全社費用）

　当社グループにおいて備品の購入により0百万円の設備投資を行いました。

なお、施工能力に重要な影響を与える固定資産の売却、除却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】
(1) 提出会社

（2024年12月31日現在）
 

事業所名
（所在地）

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

建物・構築物
機械・運搬
具・工具器
具・備品

土地
合計

面積（㎡） 金額

本社

（京都府宮津市）
421 71 92,903 724 1,217

111

[59]

京都支店

（京都市中京区）
41 7 13,062 292 340

45

[6]

大阪支店

（大阪市北区）
2 0 19 12 14

3

[－]

兵庫支店

（兵庫県豊岡市）
33 14 108,828 151 198

12

[20]

　（注）１．提出会社は、建設事業の他に製造・販売事業等を営んでおりますが、大半の設備は建設事業又は共通的に使

用されているので、セグメントに分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。

２．従業員数の［　］は臨時従業員数で外書で示しております。

３．土地及び建物のうち、賃貸中の主なもの

 土地（㎡） 建物（㎡）

本社 27,907 786

京都支店 3,655 1,586

兵庫支店 34,671 －

計 66,234 2,373
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(2) 国内子会社

（2024年12月31日現在）
 

会社名
事業所名
（所在地）

 セグメン
トの名称

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物・構

築物

機械・運
搬具・工
具器具・
備品

土地
合計

面積（㎡） 金額

司建設㈱（注）１
本社

（京都市中京区）
建設事業 0 0 － － 0

4

[－]

㈱和田組
本社

（京都府宮津市）
建設事業 3 0 2,305 16 18

4

[5]

（注）１．建物は提出会社から賃借しております。
２．従業員数の［　］は臨時従業員数で外書で示しております。

 

 
 

３【設備の新設、除却等の計画】

　重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2024年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2025年３月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,806,660 3,806,660
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 3,806,660 3,806,660 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2018年７月１日

（注）
△15,226,640 3,806,660 － 1,000,000 － 2,120,655

　（注）　2018年３月27日開催の第67回定時株主総会決議により、2018年７月１日付で普通株式５株につき１株の割合で

株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は15,226,640株減少し、3,806,660株となっており

ます。
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（５）【所有者別状況】

       2024年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数

（人）
－ 10 15 30 14 2 828 899 －

所有株式数

（単元）
－ 5,170 91 4,887 617 15 27,075 37,855 21,160

所有株式数

の割合

（％）

－ 13.66 0.24 12.91 1.63 0.04 71.52 100 －

（注）自己株式1,651,239株は、「個人その他」に16,512単元、「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しておりま

す。

 

 

（６）【大株主の状況】
 

  2024年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式
を除く。）
の総数に対
する所有株
式数の割合
(％)

上原成商事㈱ 京都市中京区車屋町通御池上ル塗師屋町344 198 9.22

金下　昌司 京都府宮津市 148 6.87

㈱日本カストディ銀行（三井住友信託銀

行再信託分・ライト工業株式会社退職給

付信託口）

東京都中央区晴海１丁目8-12 116 5.39

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目5-5 99 4.64

㈱京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 99 4.64

金下建設従業員持株会 京都府宮津市字須津471-1 97 4.53

金下　欣司 京都府宮津市 93 4.32

京都北都信用金庫 京都府宮津市字鶴賀2054-1 57 2.67

㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目4-5 55 2.58

サンキ工業㈱ 京都府宮津市字須津413-44 51 2.41

計 － 1,018 47.27

（注）㈱日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・ライト工業株式会社退職給付信託口）の所有株式

116千株は、退職給付信託業務に係るものであります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,651,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,134,300 21,343 －

単元未満株式 普通株式 21,160 － －

発行済株式総数  3,806,660 － －

総株主の議決権  － 21,343 －

 

 

②【自己株式等】

    2024年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

金下建設株式会社
京都府宮津市字須

津471-1
1,651,200 － 1,651,200 43.38

計 － 1,651,200 － 1,651,200 43.38

 

 

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年２月12日）での決議状況
（取得期間 2025年２月13日～2025年２月13日）

65,000 186,550,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 50,200 144,074,000

提出日現在の未行使割合(％) 22.8 22.8
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（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 333 954,940

当期間における取得自己株式 － －

　（注）当期間における取得自己株式には、2025年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

 
 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（単元未満株式の売渡請求による売

渡）
40 118,680 － －

保有自己株式数 1,651,239 － 1,701,439 －
 
　（注）当期間における保有自己株式数には、2025年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

 

３【配当政策】

利益配分につきましては、今後の事業展開に必要な内部留保を勘案しつつ、株主に対し安定した配当の継続を基本

方針としております。

当社における剰余金の配当は、年１回期末配当を行うこととしており、配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり50円の配当を実施することを決定しまし

た。この結果、当事業年度の配当性向は36.4％となりました。

内部留保資金につきましては、中長期的な視野に立って経営環境の変化等への対応に備えるとともに、今後の事業

展開に有効に活用してまいります。

なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2025年３月26日
108 50

定時株主総会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、株主及び顧客をはじめとする全てのステークホルダーから信頼を得られる経営が基本であると認識して

おります。法令の遵守、的確で迅速な意思決定、企業としての社会的責任を果たすことを重視し、かつ、高い透明

性を担保し、内部統制システムの構築とその適切な運用を行い、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが経

営の重要課題の一つと考えております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えに基づき、その充実を図るため下記コーポレート・ガバナンス

体系図のとおり、法律上の機関として取締役会、監査役会を設置するとともに任意の機関として取締役会の諮問機

関である独立委員会の他、経営会議、管理者会を設置しております。

１．取締役会

（目的及び権限）

当社の取締役会は、取締役９名（うち社外取締役３名）で構成されており、定例の取締役会を原則月１回開催す

るほか、必要に応じて開催し重要事項に関する審議及び決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受

け、取締役の業務執行を監督しております。なお、コーポレート・ガバナンスの充実と、業務執行状況の監督機能

を強化するため、社外取締役３名を選任しております。また、社外取締役が代表社員である弁護士法人田中彰寿法

律事務所と顧問弁護士契約を締結し、必要に応じて指導・助言を受け、法務上の問題についても管理体制の強化を

図っております。

（構成員）

代表取締役　金下 昌司（議長）、取締役　芦原 寿彦、取締役　井上 芳一、取締役　金下 和司、取締役　浮

穴　勝、取締役　近藤　克信、社外取締役　田中 彰寿、社外取締役　岡野 勲、社外取締役　今井 賀南子

 

当事業年度における取締役の出席状況

役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役 金下　昌司（議長） 14 14

取締役 芦原　寿彦 14 14

取締役 井上　芳一 14 14

取締役 金下　和司 14 14

取締役 浮穴　 勝 － －

取締役 近藤　克信 － －

社外取締役 田中　彰寿 14 13

社外取締役 岡野　 勲 14 14

社外取締役 今井 賀南子 14 14

（注）取締役　浮穴　勝、取締役　近藤克信は、2025年３月26日、取締役就任であります。

2025年３月26日退任の取締役　中西康博の当事業年度出席回数は14回であります。

 

 

２．独立委員会

（目的及び権限）

独立委員会は、社外取締役３名、社外監査役２名及び代表取締役等で構成され、取締役会の諮問機関として設置

しており、必要に応じて随時開催しております。客観的・中立的立場で重要事項の検討、当社の役員候補者の選定

や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

（構成員）

代表取締役社長　金下 昌司（議長）、取締役　金下 和司、社外取締役　田中 彰寿、社外取締役　岡野 勲、社

外取締役　今井 賀南子、社外監査役　上原 正夫、社外監査役　西田 文明
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当事業年度における取締役及び監査役の出席状況

役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役 金下　昌司（議長） 5 5

取締役 金下 和司 5 5

社外取締役 田中　彰寿 5 5

社外取締役 岡野　 勲 5 5

社外取締役 今井 賀南子 5 5

社外監査役 上原　正夫 5 5

社外監査役 西田　文明 5 5

 

 

３．監査役会

（目的及び権限）

当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、定例の監

査役会を定期的に開催するほか、必要に応じて開催し、会計監査人、内部監査組織と連携を図りながら、取締役の

業務執行状況等についての監査を行っております。常勤監査役 三田昭彦氏は、重要な会議への出席、決済書類の閲

覧、本社、重要な事業所及び子会社の業務・財産状況の調査のほか、関係会社及び会計監査人との情報交換を行っ

ております。

（構成員）

常勤監査役　三田 昭彦（議長）、社外監査役　上原 正夫、社外監査役　西田 文明

なお、個々の監査役の出席状況につきましては、「４　コーポレート・ガバナンスの状況等　　（３）　監査の

状況」に記載しております。

 

 

４．経営会議

（目的及び権限）

経営会議では、各部門から集約した情報をもとに担当取締役、常勤監査役、担当部門長、経営企画部員等の出席

で随時開催し情報に対する処置の検討や取締役会審議事項、重要事項の立案・検討を行い、その結果を適宜代表取

締役社長に報告するとともに必要に応じて全社的な水平展開を図っております。

（構成員）

会議の内容に応じた担当取締役（議長）、取締役　金下 和司、常勤監査役　三田 昭彦、担当部門長、その他経

営企画部員等

 

 

５．管理者会

（目的及び権限）

管理者会では、管理職への意思伝達の徹底を図るため原則月１回、代表取締役社長を中心に各部門の責任者であ

る部門長及び各部署の責任者である部署長をメンバーとした月例会を開催し各部門及び各部署とのコミュニケー

ションを図り法律面、倫理面及び安全衛生面でのチェックを行い、リスクの未然防止に努めるとともに発生した事

実に対し速やかな情報の伝達が出来るシステムを構築しております。

（構成員）

代表取締役社長　金下 昌司（議長）、取締役　芦原 寿彦、取締役　井上 芳一、取締役　金下 和司、取締役　

浮穴　勝、取締役　近藤　克信、その他担当部門長、部署長
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また、内部統制の充実を図るため会計処理及び業務処理については、各部門から選任された者で構成された内部

監査組織によりチェックを行い、代表取締役社長、担当取締役及び取締役会、監査役会に適宜報告しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体系は、次のとおりであります。

 

コーポレート・ガバナンス体系図

 

EDINET提出書類

金下建設株式会社(E00133)

有価証券報告書

 27/100



③　企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備状況

当社は、取締役会において以下のとおり、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。

１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社及び当社グループは、企業が存立していくためにはコンプライアンスの徹底は必然のことと認識し、全て

の取締役・使用人は、社会の構成員として求められる高い倫理観に基づき誠実に行動し、社会や地域から信頼さ

れる企業市民として経営体制の確立に努めております。

・　当社は、社訓（健康・親切・恩義）をモットーに、品質・環境、安全衛生及び個人情報保護方針を制定

し、社長がその精神を、当社及びグループ会社の全ての取締役・使用人に対して継続的に伝達することによ

り、法令及び企業倫理の遵守を徹底します。

・　定期的に実施する内部監査を通じて、業務における遵法状況を監査し、社長へ報告します。

・　コンプライアンス規程を制定し、当社及びグループ会社の全ての役職員が法令、定款、社内規則及び企業

倫理を遵守した行動を取るための行動規範としております。

・　反社会的勢力・団体による不当な要求に対しては毅然とした対応をとることを基本理念としており、基本

理念の明文化、外部専門機関との連携及び研修の実施により、反社会的勢力・団体との関係を遮断する体制

を整備しております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書等の情報を、法令、社内諸規程に基づき、適切に

保存及び管理します。

・　当社は情報セキュリティシステムを導入し、社会の要求事項に準拠した情報の管理を行っており、取締役

及び監査役が必要な情報を常時、取得できる体制を構築しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・　当社及び当社グループは、コンプライアンス、安全、環境、品質、財務及び情報セキュリティ等に係るリ

スクについて、社内諸規程の制定及び、それぞれの担当部門による教育を実施するとともに、事前に適切な

対応策を準備する予防処置により、リスクを最小限にすべく組織的な対応を行います。

・　定期的に内部監査を実施し、監査結果等から、リスクの洗出しとリスクの対応策の見直しを行い、継続的

改善に取り組みます。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を設定し、効率的にその目標を達成するため、各部門

の具体的目標を定めております。

・　定例の取締役会を原則月１回開催し、取締役会による業績（目標達成度）のレビューを行い、継続的改善

に取り組みます。

・　ITを活用して全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・　グループ会社の所轄業務について、その自主性を尊重しつつ、人材面、資金面、情報面（IT）における統

制環境を整備して統括管理しており、当社及びグループ会社全体として、基本方針の理念に準拠した業務の

適正を確保するための体制及び職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備します。

・　当社の社訓及びコンプライアンス等の規程を、グループ会社にも適用し、グループ全体でコンプライアン

スを徹底します。

・　定例のグループ会社代表者参加型の会議を原則月１回開催するとともに、イントラネットの整備により、

当社及びグループ会社間での、相互連絡・報告、情報の共有化を図っております。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・　当社は、現在監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、監査役が求めた場合は、取締役会

が速やかに協議し、必要と判断した場合に、使用人を配置します。

・　監査役の職務を補助すべき使用人を配置したならば、その補助使用人の人事異動等の人事権に関する事項

につき監査役に事前の同意を得るものとし、また、監査役からの補助人に対する指示については、取締役の

指揮命令を受けないこととし、取締役からの独立性を確保するとともに、指示の実効性についても確保しま

す。
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７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の

監査が実効的に行われることを確保するための体制

・　取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて当社及びグループ会社の業務執行状況を報告するとともに、

監査役に対する法定事項の他、当社及び当社グループ会社に著しい損害を及ぼす事実、内部監査の実施状

況、内部通報窓口への通報状況を報告する体制とします。

・　監査役への報告を行った取締役及び使用人に対して、報告したことを理由に不利益な取扱いを受けないこ

とを確保します。

・　当社は、監査役が、それぞれの関連部門と緊密な連携を保ち、監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制の整備を図ります。

・　監査役の職務の執行に必要な費用については、当社及び当社グループが負担します。

８．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令に基づき、財務報告に係る内部統制

システムを整備するとともに、そのシステムが適切に機能することを継続的に評価し、不備等があれば必要な是

正処置を行います。

ロ.取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。

ハ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

ニ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。

ホ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取

引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ヘ．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役並びに各社外監査役と同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

ト．取締役及び監査役の責任免除の概要

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役及び監査役で

あった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定

款に定めております。これは職務を遂行するにあたり取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよ

うにするためであります。

チ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約により、被保険者の業務行為に起因する被保険者への損害賠償請求により被保険者が被る損害を塡

補することとしております。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役社長

(代表取締役)
金下　昌司 1964年３月31日生

1989年４月 当社入社

1990年３月 当社取締役

1991年３月 当社専務取締役

2003年３月 当社取締役副社長

2004年３月 当社取締役副社長経営・企画担

当

2006年３月 当社代表取締役社長（現任）
　

(注)３ 148,111

取締役

常務執行役員

管理部門統括

芦原　寿彦 1965年８月29日生

1988年４月 当社入社

2015年４月 当社土木部工務部長

2017年３月

 
2023年３月

 
2025年３月

当社取締役執行役員土木部門統

括土木部長

当社取締役常務執行役員土木部

門統括土木部長

当社取締役常務執行役員管理部

門統括（現任）
　

(注)３ 1,600

取締役

常務執行役員

営業部門統括

京都支店長

井上　芳一 1970年４月３日生

1993年４月 当社入社

2014年３月 当社大阪支店長

2015年４月 当社執行役員大阪支店長

2017年３月

 
2025年３月

当社取締役上席執行役員営業部

門統括営業本部長兼大阪支店長

当社取締役常務執行役員営業部

門統括京都支店長（現任）
　

(注)３ 600

取締役

上席執行役員

経営企画部長

金下　和司 1993年11月25日生

2020年11月　　当社入社

2023年３月　　当社取締役上席執行役員経営企

　　　　　　　画部長（現任）

(注)３ 20,000

取締役

執行役員

土木部門統括

土木部長

浮穴　　勝 1969年12月13日生

1990年４月　　当社入社

2017年10月　　当社土木部工事部長

2024年４月　　当社執行役員土木部副部長兼土

　　　　　　　木部工事部長

2025年３月　　当社取締役執行役員土木部門統

　　　　　　　括土木部長（現任）

(注)３ －

取締役

執行役員

建築部門統括

建築部長

近藤　克信 1970年５月28日生

1994年４月　　当社入社

2020年７月　　当社建築部部門長補佐兼建築工

　　　　　　　事部副部長

2024年４月　　当社執行役員建築部副部長

2025年３月　　当社取締役執行役員建築部門統

　　　　　　　括建築部長（現任）

(注)３ －

取締役 田中　彰寿 1950年３月26日生

1975年４月 弁護士登録

1979年９月 田中法律事務所（現弁護士法人

田中彰寿法律事務所）設立　代

表社員（現任）

2005年４月 2005年度京都弁護士会会長

日本弁護士連合会常務理事

2006年３月 当社取締役（現任）
　

(注)３ －

取締役 岡野　　勲 1942年４月４日生

2000年８月 税理士登録

岡野税理士事務所設立　　　　

所長（現任）

2016年３月 当社取締役（現任）

　

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 今井　賀南子 1975年11月12日生

2000年４月　　着付け教室　和道教室　はなご

　　　　　　　ろも設立主宰

2011年10月　　同教室主宰退任

2011年12月　　㈱三洋商事入社

2014年５月　　同社コーポレート室長

2017年５月　　同社専務取締役

2019年５月　　同社代表取締役専務（現任）

2023年３月　　当社取締役（現任）

(注)３ －

常勤監査役 三田　昭彦 1954年８月６日生

1973年３月 当社入社

2004年４月 当社経理部長

2005年３月 当社取締役経理部長

2007年４月 当社取締役管理統括部長

2008年３月 当社常勤監査役（現任）
　

(注)４ 1,000

監査役 上原　正夫 1947年３月23日生

2006年８月 税理士登録　上原正夫税理士事

務所設立　所長（現任）

2019年３月 当社監査役（現任）
　

(注)５ 400

監査役 西田　文明 1952年４月18日生

2017年８月 税理士登録　松宮税務会計事務

所所属税理士（現任）

2020年３月 当社監査役（現任）
　

(注)４ －

計 171,711

　（注）１．取締役田中彰寿、岡野勲及び今井賀南子は、社外取締役であります。

２．監査役上原正夫及び西田文明は、社外監査役であります。

３．2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．取締役金下和司は、代表取締役社長金下昌司の長男であります。

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株）

鈴木　真二 1956年４月2日生 2017年８月
税理士登録

鈴木真二税理士事務所設立　所長（現任）
     －

 

 

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については

特に定めてはおりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にするとともに、専門

的知識や豊富な経験等を有しており、客観的視点からの監督又は監視といった役割が期待できる方を選任してお

ります。

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役田中彰寿氏は、弁護士法人田中彰寿法律事務所の代表社員であり、当該社外取締役を選任している

理由は弁護士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営

監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、当社は、

同法律事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが、顧問料等は多額の金銭その他の財産に該当するもの

ではなく、具体的な法律相談につきましては、同氏以外の弁護士に対応していただいており田中彰寿氏との間に

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役岡野勲氏は、岡野税理士事務所の所長であり、当該社外取締役を選任している理由は税理士として

の専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取

締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、当社と岡野勲氏及び同税理士

事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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社外取締役今井賀南子氏は、株式会社三洋商事の代表取締役専務であり、当該社外取締役を選任している理由

は経営者としての経験と見識及び幅広い人脈を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの

経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。当社と今井

賀南子氏との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、株式会社三洋商事は当社が使

用するアスファルト合材の製造用燃料の購入先の一社であり、取引条件は一般的な市場価格によっております。

また、株式会社三洋商事の売上高の相当部分を占めるものではありません。

社外監査役上原正夫氏は、上原正夫税理士事務所の所長であり、当該社外監査役を選任している理由は税理士

としての専門知識及び経験等を有しておられることや、社外の客観的視点からの経営監視により、社外監査役と

しての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、当社と上原正夫氏及び同税理士事務

所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役西田文明氏は、松宮税務会計事務所所属税理士であり、当社社外監査役を選任している理由は税理

士としての専門知識及び経験等を有しておられることや、社外の客観的視点からの経営監視により、社外監査役

としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。当社と西田文明氏との間に人的関係、資

本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の連結子会社は、同税務会計事務所との間で

税務顧問契約を締結しておりますが、その顧問料等は多額の金銭その他の財産に該当するものではありません。

社外役員の株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

社外取締役３名及び社外監査役２名はそれぞれ独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、

一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま

す。

また、取締役会において、専門知識及び経験に基づいた発言を行うことにより、経営の監督機能及び監査機能

の強化を図っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、社外の客観的視点からの経営監督の役割を担っております。取締役会を通じて監査役監査及び

会計監査に関する情報交換を行っており、内部統制については監査結果の報告を受けております。

社外監査役は、社外の客観的視点からの経営監視の役割を担っております。監査役会で内部統制監査の結果の

報告を受けるとともに記録の閲覧を行っており、また、会計監査人及び内部監査組織との情報交換を行い、相互

連携を図っております。

 

 

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

監査役監査につきましては、各監査役は監査の方針に従い、取締役及びその他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集に努めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧及び取締役会に出席し取締役の職務執行の監査を

行っております。更に、監査役会を通じて各監査役間の情報共有を図るとともに、会計監査人及び内部監査組

織と情報交換を行い、監査機能の強化・相互の連携を図っております。なお、常勤監査役三田昭彦氏は長年当

社の経理業務に従事し、また、監査役上原正夫氏及び監査役西田文明氏は税理士の資格を有し、財務や会計に

関して相当程度の知見を有しております。

当事業年度において当社監査役会を合計6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで

あります。

氏　名 開催回数 出席回数

三田　昭彦 6回 6回

上原　正夫 6回 6回

西田　文明 6回 6回
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監査役会における具体的な検討内容は、当年度の監査方針・監査計画及び監査職務分担、法令・定款への適合

状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性

等であります。

また、常勤監査役の活動として、経営会議等の重要な会議に出席するほか、代表取締役及び取締役、子会社の

取締役・監査役、会計監査人と適宜情報交換等を行っております。社外監査役の活動として、取締役会の諮問機

関である独立委員会に出席し、社外取締役と適宜情報交換等を行っております。

 

②　内部監査の状況

内部監査につきましては、経営企画部並びに各部から選出された内部監査員により実施し、業務における遵

法状況・リスクの洗い出しとリスクの対応策の見直しを行い、継続的改善に取り組み、それらの結果を代表取

締役社長、担当取締役及び取締役会、監査役会に報告し、連携を図っております。

 

③　会計監査の状況

a.監査法人の名称

　監査法人グラヴィタス

b.継続監査期間

　18年間

c.業務を執行した公認会計士

　圓岡徳樹氏、飯田一紀氏の２名

d.監査業務に係る補助者

　公認会計士１名、その他３名

e.監査法人の選定方針と理由

　監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査計画の内容並びに監査報酬見積額の適切性等を総合的に勘案

し選定しております。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

　監査役及び会計監査人は半期・期末のほか、必要に応じて監査結果報告等について意見交換等を行い、相互連

携を図っております。また、当社の監査役会は、監査法人の監査の実施状況、監査方法について確認し、会計監

査人の評価を行っております。

g.会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提

出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340

条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解

任した旨及びその理由を報告いたします。

 

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 19 － 19 －

連結子会社 － － － －

計 19 － 19 －

 

ｂ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。
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ｃ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ｄ.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、規模、特性、監査に要する人員及び日数等を勘案し、決定し

ております。

 

e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の業務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が

適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をして

おります。

 

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ.基本方針

当社は、取締役報酬のうち基本報酬について、社外取締役、社外監査役を主なメンバーとする独立委員会に

て意見を聴取したうえで、株主総会の決議で決定された報酬限度額の範囲内で、役位と経営環境等を総合的に

勘案して、代表取締役社長が取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定する。

また、当社は役員退職慰労金制度を採用しており、退職慰労金の支給額等については、「役員退職慰労金内

規」に役位、在籍年数等に応じた退職慰労金支給基準を定め、その基準に基づいて算定し、退任時に株主総会

の決議を経て、その具体的な金額、方法については取締役会の決議で決定する。

各報酬の割合は、全取締役について次のとおりとする。

基本報酬・退職慰労金：100％

（業績連動報酬等、非金銭報酬等は無し）

報酬の交付時期は次のとおりとする。

基本報酬については、毎月一定の時期に支払い、退職慰労金については、退任時に支払う。

 

ロ.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

当事業年度における取締役の報酬の額について、2024年２月８日開催の独立委員会において意見を聴取した内

容をもとに2024年３月26日開催の取締役会において審議、決定しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役
員の員数
（人）固定報酬 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
146 118 28 5

監査役

（社外監査役を除く。）
11 10 1 1

社外役員 8 8 0 5

（注）取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 

③　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名
報酬等の総額
（百万円）

役員区分 会社区分
報酬等の種類別の額（百万円）

固定報酬 退職慰労金

金下　昌司 117 取締役 提出会社 94 23
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先

等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上を目的として保有する株式を「純

投資目的以外の目的である投資株式」とし、それ以外の株式を「純投資目的の投資株式」として区分しておりま

す。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、他社との取引関係を維持・強化することも重要であると考えており、当社の中長期的な企業価値向上に

資すると判断する場合には政策保有株式を保有しております。

保有の合理性は、毎年、取締役会においてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や保有の

意義を検証し、継続保有、縮減の判断をいたしております。

ｂ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 9 1

非上場株式以外の株式 8 4,392

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
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ｃ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱京都フィナンシャ

ルグループ

727,272 727,272 金融取引の円滑化のため保有しておりま

す。（注）２
無

1,687 1,597

ライト工業㈱
403,601 403,601 建設事業による工事受注及び施工協力

等、取引の維持・強化のため保有してお

ります。

有
896 763

ニチレキグループ㈱

300,000 300,000
建設事業による材料の購入や特殊舗装工

事の施工協力及び技術情報の提供等、取

引の維持・強化のため保有しておりま

す。

有

806 725

㈱中央倉庫
216,000 216,000 重要書類などの保管委託及び工事の発注

情報の提供等、取引の維持・強化のため

保有しております。

有
328 240

㈱三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ

134,190 134,190
金融取引の円滑化のため保有しておりま

す。（注）３
無

248 163

日工㈱

278,200 278,200
製造・販売事業等によるアスファルト製

造設備の維持及び技術情報の提供等、取

引の維持・強化のため保有しておりま

す。

有

203 193

㈱みずほフィナン

シャルグループ

43,611 43,611 金融取引の円滑化のため保有しておりま

す。（注）４
無

169 105

㈱三井住友フィナン

シャルグループ

14,904 4,968 金融取引の円滑化のため保有しておりま

す。また、株式分割により保有株式数が

増加しております。（注）５

無
56 34

（注）１．定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性は、毎年、取締役会
においてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や保有の意義を検証し、継続保有、縮
減の判断をいたしております。

２．㈱京都フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱京都銀行が当社株

式を保有しております。

３．㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱ＵＦ

Ｊ銀行が当社株式を保有しております。

４．㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行が当

社株式を保有しております。

５．㈱三井住友フィナンシャルグループは2024年10月１日付で普通株式１株を３株の割合で株式分割しておりま

す。
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 7 168 7 109

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 4 － 104
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第２条

の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2024年１月１日から2024年12月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2024年１月１日から2024年12月31日まで）の財務諸表について、監査法人グラ

ヴィタスによる監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

また、外部機関が主催するセミナーへの参加や会計基準に関する書籍を購読し情報収集を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2023年12月31日)

当連結会計年度
(2024年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,544 8,831

受取手形・完成工事未収入金等 ※２,※３ 4,022 ※３ 2,506

有価証券 100 302

未成工事支出金等 ※４ 378 ※４ 348

その他 15 93

貸倒引当金 △3 △1

流動資産合計 13,056 12,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,615 1,782

減価償却累計額 △1,251 △1,282

建物及び構築物（純額） 364 500

機械装置及び運搬具 1,662 1,670

減価償却累計額 △1,607 △1,607

機械装置及び運搬具（純額） 55 63

土地 1,218 1,218

建設仮勘定 176 －

その他 120 139

減価償却累計額 △91 △109

その他（純額） 28 30

有形固定資産合計 1,842 1,811

無形固定資産 6 6

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１,※５ 6,913 ※１,※５ 7,542

長期貸付金 88 99

その他 ※５ 519 ※５ 531

貸倒引当金 △222 △222

投資その他の資産合計 7,298 7,949

固定資産合計 9,145 9,766

資産合計 22,201 21,844
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2023年12月31日)

当連結会計年度
(2024年12月31日)

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,420 693

リース債務 2 2

未払法人税等 86 80

未成工事受入金 ※６ 246 ※６ 337

完成工事補償引当金 26 24

工事損失引当金 29 －

その他 879 302

流動負債合計 2,689 1,438

固定負債   

リース債務 8 6

繰延税金負債 877 1,075

役員退職慰労引当金 461 491

その他 16 16

固定負債合計 1,361 1,588

負債合計 4,050 3,025

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 2,147 2,147

利益剰余金 17,313 17,526

自己株式 △4,899 △4,900

株主資本合計 15,561 15,773

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,245 2,688

その他の包括利益累計額合計 2,245 2,688

非支配株主持分 344 357

純資産合計 18,151 18,819

負債純資産合計 22,201 21,844
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

売上高 ※１ 10,659 ※１ 9,743

売上原価 ※２ 9,473 8,524

売上総利益 1,186 1,220

販売費及び一般管理費 ※３ 948 ※３ 947

営業利益 238 273

営業外収益   

受取利息 2 4

有価証券利息 23 21

受取配当金 109 142

持分法による投資利益 11 13

不動産賃貸料 39 38

貸倒引当金戻入額 1 0

雑収入 12 8

営業外収益合計 196 226

営業外費用   

不動産賃貸原価 17 17

租税公課 2 2

保証料 2 1

訴訟関連費用 0 －

雑支出 0 1

営業外費用合計 21 21

経常利益 413 479

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 4 ※４ 5

その他 0 －

特別利益合計 4 5

特別損失   

固定資産除却損 ※５ 0 ※５ 0

その他 0 －

特別損失合計 0 0

税金等調整前当期純利益 417 484

法人税、住民税及び事業税 126 141

法人税等調整額 8 9

法人税等合計 135 150

当期純利益 282 334

非支配株主に帰属する当期純利益 12 13

親会社株主に帰属する当期純利益 270 321
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【連結包括利益計算書】
 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

当期純利益 282 334

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 723 443

その他の包括利益合計 ※ 723 ※ 443

包括利益 1,005 777

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 993 764

非支配株主に係る包括利益 12 13
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000 2,147 17,151 △4,898 15,400

当期変動額      

剰余金の配当   △108  △108

親会社株主に帰属する当期
純利益   270  270

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分     －

自己株式処分差損の振替     －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 162 △0 162

当期末残高 1,000 2,147 17,313 △4,899 15,561

 

     

 その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

 
その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 1,522 1,522 332 17,254

当期変動額     

剰余金の配当    △108

親会社株主に帰属する当期
純利益    270

自己株式の取得    △0

自己株式の処分    －

自己株式処分差損の振替    －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

723 723 12 736

当期変動額合計 723 723 12 897

当期末残高 2,245 2,245 344 18,151
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当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000 2,147 17,313 △4,899 15,561

当期変動額      

剰余金の配当   △108  △108

親会社株主に帰属する当期
純利益   321  321

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  △0  0 0

自己株式処分差損の振替  0 △0  －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 213 △1 212

当期末残高 1,000 2,147 17,526 △4,900 15,773

 

     

 その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

 
その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 2,245 2,245 344 18,151

当期変動額     

剰余金の配当    △108

親会社株主に帰属する当期
純利益    321

自己株式の取得    △1

自己株式の処分    0

自己株式処分差損の振替    －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

443 443 13 456

当期変動額合計 443 443 13 668

当期末残高 2,688 2,688 357 18,819
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

当連結会計年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 417 484

減価償却費 67 78

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △8 △2

工事損失引当金の増減額（△は減少） △4 △29

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23 30

受取利息及び受取配当金 △134 △167

持分法による投資損益（△は益） △11 △13

有形固定資産除売却損益（△は益） △4 △5

売上債権の増減額（△は増加） 201 1,516

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 51 30

仕入債務の増減額（△は減少） 367 △728

未成工事受入金の増減額（△は減少） 54 91

未払消費税等の増減額（△は減少） △44 6

その他 577 △661

小計 1,554 627

利息及び配当金の受取額 136 169

法人税等の支払額 △138 △146

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,552 650

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 800 200

有形固定資産の取得による支出 △123 △46

有形固定資産の売却による収入 4 5

投資有価証券の取得による支出 － △401

貸付けによる支出 △27 △28

貸付金の回収による収入 20 18

関係会社出資金の払戻による収入 6 －

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 679 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △2 △2

自己株式の取得による支出 △0 △1

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △107 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー △110 △111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,121 287

現金及び現金同等物の期首残高 6,423 8,544

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 8,544 ※ 8,831
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数　2社

連結子会社の名称

　司建設㈱

　㈱和田組

（2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

　橋立生コンクリート工業㈱

　㈱ソーゴーギケン

　ＰＦＩ舞鶴常団地㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社３社はいずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結

の範囲から除外しております。

 

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社の数　2社

持分法適用の関連会社の名称

　宮津太陽光発電(同)

　丹後太陽光発電(同)

 

（2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用していない非連結子会社の名称

　橋立生コンクリート工業㈱

　㈱ソーゴーギケン

　ＰＦＩ舞鶴常団地㈱

持分法を適用していない関連会社の名称

　㈱金下工務店

　サンキ工業㈱

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

（イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

（ロ）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によって

おります。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。
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ロ　棚卸資産

（イ）未成工事支出金

個別法による原価法によっております。

（ロ）材料貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）によっております。

（ハ）販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）によっております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）によっております。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

ニ　長期前払費用

均等償却によっております。

（3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、過去の一定期間における補償実績率に基づく将来の見積

補償額及び特定工事における将来の見積補償額を計上しております。

ハ　工事損失引当金

当連結会計年度末手持工事のうち、重要な損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備える

ため、その損失見込額を計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（建設事業）

　当社グループの主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成

及び顧客に引渡す義務を負っております。

　当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方

法を採用しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、各期末日までに発生した工事原価が、予想

される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。

　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収するこ

とが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しており、期間がごく短い工事については、工事完

了時に収益を認識しております。
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（製造・販売事業等）

当社は、アスファルト製品等の製造販売、産業廃棄物の中間処理（リサイクル）及びその他建設資材の

販売、並びに飲食事業（回転寿司店の運営）等を行っております。建設資材販売については、顧客に商品を

出荷した時点、飲食事業については、顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。

（5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

（6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

建設工事の共同企業体（ジョイントベンチャー）に係る会計処理の方法

構成員の出資割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理によっております。

 

 

（重要な会計上の見積り）

一定の期間にわたり収益を認識する方法による収益認識

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

一定の期間にわたり収益を認識

する方法による完成工事高
8,425 7,261

 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　一定期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高は、予想される工事収益総額に予想される工事原価

総額を基礎として見積もった工事進捗度を乗じて算定しており、工事収益総額、工事原価総額の合理的な見積

りが必要となります。

　工事収益総額及び工事原価総額の見積りにあたっては、工事内容の変更や追加等に伴う請負金額の変更、工

事期間における建設資材価格や労務単価の変動、工法や工数その他の諸要素について一定の仮定を用いて見積

りを行っており、見積りは不確実性を伴うことから、見積りの見直しが必要となった場合には完成工事高の金

額が変動し、翌連結会計年度以降の業績に影響を与える可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）

・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）

（1）概要

その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場

合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものであります。

（2）適用予定日

2025年12月期の期首より適用する予定です。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

 

 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）　等

(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手

の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計

基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするも

のの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素

で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを

目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースが

ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて

使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用さ

れます。

(2）適用予定日

2028年12月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。
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（連結貸借対照表関係）

※１．担保資産及び担保付債務

下記の資産は、非連結子会社の長期借入金の担保に供しております。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

投資有価証券 6百万円 6百万円

 

※２．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

受取手形 7百万円 －百万円

 

※３．受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、次のとお

りであります。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

受取手形 55百万円 15百万円

完成工事未収入金等 1,708 827

契約資産 2,259 1,664

 

※４．未成工事支出金等の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

未成工事支出金 341百万円 303百万円

材料貯蔵品 33 40

販売用不動産 4 4

 

※５．非連結子会社及び関連会社に対する金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

投資有価証券（株式） 20百万円 20百万円

投資その他の資産「その他」（出資金） 192 206

（うち、共同支配企業に対する投資の金

額）

（192）

 

（206）

 

 

※６．未成工事受入金に含まれる契約負債の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

契約負債 246百万円 337百万円
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（連結損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から

生じる収益を分解した情報」に記載しております。なお、顧客との契約に金融要素は含まれておりませ

ん。

 

※２．売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

 29百万円 －百万円

 

※３．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
　　至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

役員報酬 150百万円 154百万円

従業員給料手当 393 400

退職給付費用 11 12

役員退職慰労引当金繰入額 30 30

貸倒引当金繰入額 1 △2

 

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

機械及び装置 4百万円 5百万円

 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

機械及び装置 －百万円 0百万円

工具器具・備品 0 0

計 0 0
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（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 1,030百万円 632百万円

組替調整額 － －

税効果調整前 1,030 632

税効果額 △307 △189

その他有価証券評価差額金 723 443

その他の包括利益合計 723 443

 

 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自2023年１月１日　至2023年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 3,806,660 － － 3,806,660

合計 3,806,660 － － 3,806,660

自己株式     

普通株式　（注） 1,650,779 167 － 1,650,946

合計 1,650,779 167 － 1,650,946

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加167株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2023年３月23日

定時株主総会
普通株式 108 50 2022年12月31日 2023年３月24日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年３月26日

定時株主総会
普通株式 108 利益剰余金 50 2023年12月31日 2024年３月27日
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当連結会計年度（自2024年１月１日　至2024年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 3,806,660 － － 3,806,660

合計 3,806,660 － － 3,806,660

自己株式     

普通株式　（注） 1,650,946 333 40 1,651,239

合計 1,650,946 333 40 1,651,239

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加333株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少40株は、単元未満株式の買増しによる減少であります。

 

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年３月26日

定時株主総会
普通株式 108 50 2023年12月31日 2024年３月27日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2025年３月26日

定時株主総会
普通株式 108 利益剰余金 50 2024年12月31日 2025年３月27日

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当連結会計年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

現金預金勘定 8,544百万円 8,831百万円

現金及び現金同等物 8,544 8,831
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（リース取引関係）

（借主側）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１.　リース資産の内容

有形固定資産

建設事業における道路作業車「機械装置及び運搬具」であります。

２.　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2）重要な

減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、設備投資に必要な資金及び運転資金をすべて自己資金でまかなっております。余資

は、主に流動性の高い預金等で運用し、長期運用は主に安全性の高い債券等で運用する方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスク

に関しては、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理すると

ともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式のほか、満期保有目的の債券を所

有しており、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2023年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（1）有価証券及び投資有価証券    

　　①満期保有目的の債券 3,011 2,977 △34

　　②その他有価証券 3,979 3,979 －

（2）長期貸付金 88   

貸倒引当金(※２) △5   

 83 78 △5

資産計 7,074 7,035 △39

 
 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（1）有価証券及び投資有価証券    

　　①満期保有目的の債券 3,210 3,159 △51

　　②その他有価証券 4,612 4,612 －

（2）長期貸付金 99   

貸倒引当金(※２) △5   

 94 83 △11

資産計 7,915 7,853 △62

（※１）「現金預金」、「受取手形・完成工事未収入金等」、「工事未払金」は現金であること、及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（※３）市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとお

りであります。

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当連結会計年度

（2024年12月31日）

非上場株式 22 22

関係会社出資金 192 206
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2023年12月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金預金 8,544 － － －

受取手形・完成工事未収入金等 4,022 － － －

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

　社債 100 1,500 400 1,000

長期貸付金 8 22 6 53

合計 12,674 1,522 406 1,053

 
 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金預金 8,831 － － －

受取手形・完成工事未収入金等 2,506 － － －

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

　社債 300 1,500 500 900

長期貸付金 7 18 5 66

合計 11,645 1,518 505 968
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４.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

　　　　　　　　時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2023年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 3,929 － － 3,929

　　投資信託 － 51 － 51

資産計 3,929 51 － 3,979

 

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 4,560 － － 4,560

　　投資信託 － 51 － 51

資産計 4,560 51 － 4,612
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(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2023年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

　満期保有目的の債券     

　　社債 － 2,977 － 2,977

長期貸付金 － 78 － 78

資産計 － 3,056 － 3,056

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

　満期保有目的の債券     

　　社債 － 3,159 － 3,159

長期貸付金 － 83 － 83

資産計 － 3,241 － 3,241

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

　上場株式は取引所の価格を用いて評価しております。

　上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１に分類しております。

　社債及び投資信託は取引金融機関より提示された価格を用いて評価しております。

　社債及び投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その

　時価をレベル２に分類しております。

長期貸付金

　長期貸付金の時価は、一定の期間毎に分類し、与信管理上の信用リスク区分毎に、その将来キャッシュ・フ

ローと国債の利回り等適切な指標により算定しており、その時価をレベル２に分類しております。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2023年12月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 100 100 0

(3) その他 － － －

小計 100 100 0

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 2,911 2,877 △34

(3) その他 － － －

小計 2,911 2,877 △34

合計 3,011 2,977 △34

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 3,210 3,159 △51

(3) その他 － － －

小計 3,210 3,159 △51

合計 3,210 3,159 △51
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２．その他有価証券

前連結会計年度（2023年12月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 3,929 766 3,163

(2) 債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 51 49 2

小計 3,979 815 3,164

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

合計 3,979 815 3,164

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額22百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度（2024年12月31日）

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 株式 4,560 766 3,794

(2) 債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 51 49 2

小計 4,612 815 3,797

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

合計 4,612 815 3,797

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額22百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。
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３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 － － －

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1) 株式 － － －

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 － － －

 

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは確定拠出年金制度を採用しております。

２．確定拠出制度

当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31

日）34百万円、当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）36百万円であります。

 

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
 

当連結会計年度
（2024年12月31日）

繰延税金資産    

投資有価証券評価損 10百万円 6百万円

貸倒引当金 69  68

減損損失 186  185

完成工事補償引当金 8  7

工事損失引当金 9  －

役員退職慰労引当金 141  150

税務上の繰越欠損金（注） 15  7

その他 14  13

繰延税金資産小計 452  437

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注) △15  △7

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △394  △396

評価性引当額小計 △409  △403

繰延税金資産合計 43  33

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △919  △1,108

繰延税金負債合計 △919  △1,108

繰延税金負債の純額 △877  △1,075

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2023年12月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※1)
－ － － － － 15 15

評価性引当額 － － － － － △15 △15

繰延税金資産 － － － － － － －

(※1)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当連結会計年度（2024年12月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※1)
－ － － － － 7 7

評価性引当額 － － － － － △7 △7

繰延税金資産 － － － － － － －

(※1)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
 

当連結会計年度
（2024年12月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4  1.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.6  △1.8

住民税均等割 2.2  1.9

評価性引当額の増減 0.4  △0.6

その他 △0.7  △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.3  31.0

 

 

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

 

 

 

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

 

 

 

（賃貸等不動産関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計

建設事業
製造・販売

事業等

官民別内訳

官公庁

民間

 

4,944

5,500

 

5

210

 

4,949

5,710

顧客との契約から生じる収益 10,444 215 10,659

外部顧客への売上高 10,444 215 10,659

収益認識の時期

一時点で移転される財

一定期間にわたり移転される財

 

2,019

8,425

 

215

－

 

2,234

8,425

顧客との契約から生じる収益 10,444 215 10,659

外部顧客への売上高 10,444 215 10,659

 

当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

(単位：百万円)

 

報告セグメント

合計

建設事業
製造・販売

事業等

官民別内訳

官公庁

民間

 

5,171

4,175

 

6

391

 

5,177

4,566

顧客との契約から生じる収益 9,346 397 9,743

外部顧客への売上高 9,346 397 9,743

収益認識の時期

一時点で移転される財

一定期間にわたり移転される財

 

2,085

7,261

 

397

－

 

2,482

7,261

顧客との契約から生じる収益 9,346 397 9,743

外部顧客への売上高 9,346 397 9,743

 

２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４.会計方針に関する事項（4）重要な収

益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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３.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,265 1,762

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,762 842

契約資産（期首残高） 2,958 2,259

契約資産（期末残高） 2,259 1,664

契約負債（期首残高） 192 246

契約負債（期末残高） 246 337

　契約資産は、工事の進捗に応じて認識する収益の対価に対する権利のうち、未請求のものであり、対価に

対する権利が請求可能となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えております。工事契約による

取引の対価は、支払条件に従い請求、受領しております。

　契約負債は、主に顧客との契約の支払条件に基づき受け取った前受金等による未成工事受入金であり、工

事の進捗に応じ収益を認識するにつれて取り崩しております。

　当連結会計年度期首における契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しており、翌連結会

計年度以降に繰り越される金額に重要性はありません。

　また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の金額

に重要性はありません。

　工事契約における支払条件は、契約毎に異なるため履行義務の充足時期と支払時期に明確な関連性はあり

ません。

 

②残存履行義務に配分した取引価格

前連結会計年度末において、未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は5,269百万円であり、期末日後概

ね１年以内に収益として認識されると見込んでおります。

当連結会計年度末において、未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は8,893百万円であり、期末日後概

ね２年以内に収益として認識されると見込んでおります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、土木工事、建築工事、その他建設工事全般に関する建設事業及びアスファルト製品等の製造販

売、産業廃棄物の中間処理（リサイクル）及びその他建設資材の販売並びに飲食事業（回転寿司店の運営）

等を展開しており、したがって、「建設事業」及び「製造・販売事業等」の２つを報告セグメントとしてお

ります。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場実勢価格や製造原価に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２ 建設事業

製造・販売事
業等

計

売上高      

外部顧客への売上高 10,444 215 10,659 － 10,659

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 414 414 △414 －

計 10,444 629 11,073 △414 10,659

セグメント利益 750 43 793 △555 238

その他の項目      

減価償却費 19 23 43 22 64

持分法適用会社への投資額 － 192 192 － 192

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
1 3 3 203 206

（注）１．セグメント利益の調整額△555百万円には、セグメント間取引消去△5百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△550百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費で

あります。

その他の項目の減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全

社資産の増加額であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
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当連結会計年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２ 建設事業

製造・販売事
業等

計

売上高      

外部顧客への売上高 9,346 397 9,743 － 9,743

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 452 452 △452 －

計 9,346 849 10,195 △452 9,743

セグメント利益 767 37 804 △531 273

その他の項目      

減価償却費 15 36 51 22 73

持分法適用会社への投資額 － 206 206 － 206

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
0 45 46 0 46

（注）１．セグメント利益の調整額△531百万円には、セグメント間取引消去9百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△541百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。

その他の項目の減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全

社資産の増加額であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度（自2023年１月１日 至2023年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

京都府 2,146 建設事業、製造・販売事業等

社会福祉法人北星会 1,281 建設事業

国土交通省 1,176 建設事業

 

当連結会計年度（自2024年１月１日 至2024年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 1,859 建設事業

京都府 1,560 建設事業、製造・販売事業等

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2023年１月１日 至2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2024年１月１日 至2024年12月31日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自2023年１月１日 至2023年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2024年１月１日 至2024年12月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自2023年１月１日 至2023年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2024年１月１日 至2024年12月31日）

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度（自2023年１月１日　至2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2024年１月１日　至2024年12月31日）

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自 2023年１月１日
至 2023年12月31日）

当連結会計年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

１株当たり純資産額 8,260.21円 8,565.22円

１株当たり当期純利益 125.14円 148.84円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2023年１月１日
至　2023年12月31日)

当連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
270 321

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益（百万円）
270 321

普通株式の期中平均株式数（株） 2,155,784 2,155,619
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（重要な後発事象）

　当社は、2025年２月12日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議

し、以下のとおり自己株式を取得いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、自己株式の取得を行うものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

①取得する株式の種類　　　　　　　当社普通株式

②取得する株式の総数　　　　　　　65,000株（上限）

③株式の取得価額の総額　　　　　　186,550,000円（上限）

④取得日　　　　　　　　　　　　　2025年２月13日

⑤取得の方法　　　　　　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　る買付け

(3) 取得結果

　2025年２月13日に当社普通株式50,200株（取得価額144,074,000円）を取得いたしました。

 

 

 

EDINET提出書類

金下建設株式会社(E00133)

有価証券報告書

 71/100



⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

　リース債務は金額が僅少であり重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高（百万円） 5,663 9,743

税金等調整前中間（当期）純

利益（百万円）
429 484

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益（百万円）
269 321

1株当たり中間（当期）純利

益（円）
124.82 148.84
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2023年12月31日)
当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,091 8,225

受取手形 ※２ 42 15

完成工事未収入金 3,660 2,404

兼業事業未収入金 44 35

有価証券 100 302

未成工事支出金 ※３ 312 ※３ 272

材料貯蔵品 33 40

未収入金 111 54

その他 11 11

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 12,404 11,359

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,352 1,509

減価償却累計額 △1,017 △1,044

建物（純額） 335 464

構築物 254 264

減価償却累計額 △228 △231

構築物（純額） 26 33

機械及び装置 1,486 1,494

減価償却累計額 △1,450 △1,444

機械及び装置（純額） 36 50

車両運搬具 120 120

減価償却累計額 △101 △107

車両運搬具（純額） 19 13

工具器具・備品 116 136

減価償却累計額 △89 △106

工具器具・備品（純額） 28 30

土地 1,179 1,179

建設仮勘定 176 －

有形固定資産合計 1,799 1,768

無形固定資産   

ソフトウエア 0 0

電話加入権 5 5

無形固定資産合計 5 5
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2023年12月31日)
当事業年度

(2024年12月31日)

投資その他の資産   

投資有価証券 6,892 7,521

関係会社株式 ※１ 32 ※１ 32

出資金 33 33

関係会社出資金 198 198

長期貸付金 7 7

従業員に対する長期貸付金 71 84

関係会社長期貸付金 11 8

長期前払費用 3 2

保険積立金 69 69

長期未収入金 200 200

その他 19 19

貸倒引当金 △221 △221

投資その他の資産合計 7,314 7,952

固定資産合計 9,118 9,725

資産合計 21,522 21,084

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,345 611

リース債務 2 2

未払金 156 81

未払費用 139 140

未払法人税等 85 80

未成工事受入金 239 297

預り金 569 63

完成工事補償引当金 26 23

工事損失引当金 29 －

流動負債合計 2,591 1,298

固定負債   

リース債務 8 6

繰延税金負債 880 1,078

役員退職慰労引当金 459 488

長期預り金 16 16

固定負債合計 1,362 1,588

負債合計 3,953 2,885
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2023年12月31日)
当事業年度

(2024年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金   

資本準備金 2,121 2,121

資本剰余金合計 2,121 2,121

利益剰余金   

利益準備金 250 250

その他利益剰余金   

別途積立金 14,700 14,700

繰越利益剰余金 2,151 2,340

利益剰余金合計 17,101 17,290

自己株式 △4,899 △4,900

株主資本合計 15,323 15,511

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,245 2,688

評価・換算差額等合計 2,245 2,688

純資産合計 17,569 18,199

負債純資産合計 21,522 21,084
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②【損益計算書】
 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

当事業年度
(自　2024年１月１日
　至　2024年12月31日)

売上高   

完成工事高 9,933 8,664

兼業事業売上高 215 399

売上高合計 10,148 9,063

売上原価   

完成工事原価 8,859 7,566

兼業事業売上原価 178 357

売上原価合計 9,037 7,922

売上総利益   

完成工事総利益 1,074 1,098

兼業事業総利益 37 42

売上総利益合計 1,111 1,141

販売費及び一般管理費 ※１ 902 ※１ 898

営業利益 209 242

営業外収益   

受取利息 2 4

有価証券利息 23 21

受取配当金 109 142

不動産賃貸料 39 39

事務手数料等 6 7

貸倒引当金戻入額 1 0

雑収入 9 4

営業外収益合計 189 217

営業外費用   

不動産賃貸原価 17 17

租税公課 2 2

保証料 2 1

訴訟関連費用 0 －

雑支出 0 1

営業外費用合計 21 20

経常利益 377 438

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 3 ※２ 5

特別利益合計 3 5

特別損失   

固定資産除却損 － ※３ 0

特別損失合計 － 0

税引前当期純利益 380 444

法人税、住民税及び事業税 123 139

法人税等調整額 8 9

法人税等合計 131 148

当期純利益 249 296
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【完成工事原価報告書】

  
前事業年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当事業年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

材料費  1,420 16.0 1,029 13.6

労務費  173 1.9 134 1.8

（うち労務外注費）  (36)  (0.4) (7)  (0.1)

外注費  5,371 60.6 4,734 62.6

経費  1,895 21.4 1,669 22.1

（うち人件費）     (896)  (10.1)    (859)  (11.4)

計  8,859 100 7,566 100

      

　（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備金

その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金
その他利益剰余金

 別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 1,000 2,121 － 2,121 250 14,700 2,010

当期変動額        

剰余金の配当       △108

当期純利益       249

自己株式の取得        

自己株式の処分        

自己株式処分差損の振替        

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － － 141

当期末残高 1,000 2,121 － 2,121 250 14,700 2,151

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

 
利益剰余金合
計

当期首残高 16,960 △4,898 15,183 1,522 1,522 16,705

当期変動額       

剰余金の配当 △108  △108   △108

当期純利益 249  249   249

自己株式の取得  △0 △0   △0

自己株式の処分   －   －

自己株式処分差損の振替   －   －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

   723 723 723

当期変動額合計 141 △0 141 723 723 864

当期末残高 17,101 △4,899 15,323 2,245 2,245 17,569
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当事業年度（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備金

その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金
その他利益剰余金

 別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 1,000 2,121 － 2,121 250 14,700 2,151

当期変動額        

剰余金の配当       △108

当期純利益       296

自己株式の取得        

自己株式の処分   △0 △0    

自己株式処分差損の振替   0 0   △0

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － － 188

当期末残高 1,000 2,121 － 2,121 250 14,700 2,340

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

 
利益剰余金合
計

当期首残高 17,101 △4,899 15,323 2,245 2,245 17,569

当期変動額       

剰余金の配当 △108  △108   △108

当期純利益 296  296   296

自己株式の取得  △1 △1   △1

自己株式の処分  0 0   0

自己株式処分差損の振替 △0  －   －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

   443 443 443

当期変動額合計 188 △1 187 443 443 630

当期末残高 17,290 △4,900 15,511 2,688 2,688 18,199
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

（2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（3）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっており

ます。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

（1）未成工事支出金

個別法による原価法によっております。

（2）材料貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）によっております。

（3）販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

 

３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（4）長期前払費用

均等償却によっております。

 

４．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、過去の一定期間における補償実績率に基づく将来の見積

補償額及び特定工事における将来の見積補償額を計上しております。

（3）工事損失引当金

当事業年度末手持工事のうち、重要な損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるた

め、その損失見込額を計上しております。

（4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

　当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通

常の時点）は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから短期間に受領してお

り、金融要素はありません。

（建設事業）

　当社の主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引

渡す義務を負っております。

　当該履行義務については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に

基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想され

る工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。

　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが

見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しており、期間がごく短い工事については、工事完了時に収

益を認識しております。

（製造・販売事業等）

　当社は、アスファルト製品等の製造販売、産業廃棄物の中間処理（リサイクル）及びその他建設資材の販

売、並びに飲食事業（回転寿司店の運営）等を行っております。建設資材販売については、顧客に商品を出荷

した時点、飲食事業については、顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。

 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

建設工事の共同企業体（ジョイントベンチャー）に係る会計処理の方法

　構成員の出資割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理によっております。

 

 

（重要な会計上の見積り）

一定の期間にわたり収益を認識する方法による収益認識

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

一定の期間にわたり収益を認識

する方法による完成工事高
8,124 6,804

 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており

ます。
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（貸借対照表関係）

※１．担保資産及び担保付債務

下記の資産は、子会社の長期借入金の担保に供しております。

 
前事業年度

（2023年12月31日）
当事業年度

（2024年12月31日）

関係会社株式 6百万円 6百万円

 

※２．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

 
前事業年度

（2023年12月31日）
当事業年度

（2024年12月31日）

受取手形 7百万円 －百万円

 

※３．未成工事支出金の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2023年12月31日）
当事業年度

（2024年12月31日）

未成工事支出金 308百万円 268百万円

販売用不動産 4 4
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（損益計算書関係）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度26％、当事業年度28％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度74％、当事業年度72％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年１月１日
　　至　2023年12月31日）

当事業年度
（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

役員報酬 134百万円 137百万円

従業員給料手当 382 388

退職給付費用 10 11

役員退職慰労引当金繰入額 29 29

貸倒引当金繰入額 1 △1

減価償却費 26 26

 

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当事業年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

機械及び装置 3百万円 5百万円

 

 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年１月１日
至　2023年12月31日）

当事業年度
（自　2024年１月１日
至　2024年12月31日）

機械及び装置 －百万円 0百万円

工具器具・備品 － 0

計 － 0

 

 

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
前事業年度

（2023年12月31日）
（百万円）

当事業年度
（2024年12月31日）

（百万円）

子会社株式 29 29

関連会社株式 3 3
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2023年12月31日）
 

当事業年度
（2024年12月31日）

繰延税金資産    

投資有価証券評価損 9百万円 5百万円

貸倒引当金 68  68

減損損失 186  184

完成工事補償引当金 8  7

工事損失引当金 9  －

役員退職慰労引当金 140  149

その他 10  10

繰延税金資産小計 431  424

評価性引当額 △391  △393

繰延税金資産合計 39  30

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △919  △1,108

繰延税金負債合計 △919  △1,108

繰延税金負債の純額 △880  △1,078

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2023年12月31日）
 

当事業年度
（2024年12月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5  1.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.8  △2.0

住民税均等割 2.3  2.0

評価性引当額の増減 1.7  1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.5  33.3
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

 

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の「注記事項　(収益認識関

係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 

 

（重要な後発事象）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

  銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

投資有
価証券

その他
有価証
券

㈱京都フィナンシャルグループ 727,272 1,687

ライト工業㈱ 403,601 896

ニチレキグループ㈱ 300,000 806

㈱中央倉庫 216,000 328

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 134,190 248

日工㈱ 278,200 203

㈱みずほフィナンシャルグループ 43,611 169

㈱りそなホールディングス 51,397 59

三菱重工業㈱ 26,000 58

㈱三井住友フィナンシャルグループ 14,904 56

日本製鉄㈱ 5,000 16

㈱ファルコホールディングス 5,200 13

武田薬品工業㈱ 3,000 13

その他11銘柄 14,662 12

計 2,223,037 4,562
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【債券】

  銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）

有価証

券

満期保

有目的

の債券

株式会社T&Dホールディングス第2回利払繰

延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣

後特約付）

300 302

（計） 300 302

投資有

価証券

満期保

有目的

の債券

第3回 九州電力利払繰延・期限前償還条項

付社債（劣後特約付）
300 306

1回 関西電力利払繰延・期限前償還劣後債 300 301

株式会社みずほフィナンシャルグループ第

22回期限前償還条項付無担保社債（実質破

綻時免除特約および劣後特約付）

300 300

ボイジャー(Nippon Life Insurance

CompanyＵＳドル建て期限付き劣後債リパッ

ケージ債)

300 300

第5回野村HD無担保社債（担保提供制限等財

務上特約無）
300 300

第433回中国電力株式会社社債 300 299

1回かんぽ生命利払繰延・償還条項付劣後債 200 201

第一生命保険株式会社USD建て永久劣後債リ

パッケージ債
200 200

第73回三菱UFJリース社債 200 200

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

第25回期限前償還条項付無担保社債（実質

破綻時免除特約および劣後特約付）

100 100

西日本高速道路株式会社第61回社債（一般

担保付、独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構併存的債務引受条項付）

100 100

三井住友トラストグループ株式会社第18回

期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及

び実質破綻時債務免除特約付）

100 100

三井住友トラストグループ株式会社第21回

期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及

び実質破綻時債務免除特約付）

100 100

第1回日本生命第6回劣後ローン流動化利払

繰延・期限前償還劣後
100 100

（計） 2,900 2,908

計 3,200 3,210

 

 

【その他】

投資有価

証券

その他

有価証

券

銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額

（百万円）

（投資信託受益証券）   

MHAMスリーウエイオープンファンド 50,000,000 51

計 50,000,000 51

 

 

EDINET提出書類

金下建設株式会社(E00133)

有価証券報告書

 87/100



【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期
末残高
（百万円）

有形固定資産        

建物 1,352 156 － 1,509 1,044 27 464

構築物 254 10 － 264 231 3 33

機械及び装置 1,486 35 28 1,494 1,444 22 50

車両運搬具 120 － － 120 107 7 13

工具器具・備品 116 20 0 136 106 18 30

土地 1,179 － － 1,179 － － 1,179

建設仮勘定 176 34 211 － － － －

有形固定資産計 4,684 256 238 4,702 2,933 76 1,768

無形固定資産        

ソフトウエア 162 － － 162 162 0 0

電話加入権 5 － － 5 － － 5

施設利用権 3 － － 3 3 － －

無形固定資産計 170 － － 170 165 0 5

長期前払費用 18 1 － 19 17 3 2

 

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金（注）１ 222 1 － 2 221

完成工事補償引当金（注）２ 26 23 13 13 23

工事損失引当金（注）３ 29 － － 29 －

役員退職慰労引当金 459 29 － － 488

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額

であります。

２．完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、補償見込額の減少によるものであります。

３．工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、工事損益の改善による戻入額であります。

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

います。

公告掲載ＵＲＬ https://www.kaneshita.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並

びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。

 

 

EDINET提出書類

金下建設株式会社(E00133)

有価証券報告書

 89/100



第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１．有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第73期）（自　2023年１月１日　至　2023年12月31日）2024年３月27日近畿財務局長に提出

２．内部統制報告書及びその添付書類

2024年３月27日近畿財務局長に提出

３．四半期報告書及び確認書

（第74期第１四半期）（自　2024年１月１日　至　2024年３月31日）2024年５月13日近畿財務局長に提出

４．半期報告書及び確認書

（第74期中）（自　2024年１月１日　至　2024年６月30日）2024年８月８日近畿財務局長に提出

５．臨時報告書

2024年３月28日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

６.自己株券買付状況報告書

報告期間（自　2025年２月１日　至　2025年２月28日）2025年３月７日近畿財務局に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  2025年３月25日

金下建設株式会社   
 

 　　　取締役会 御中  

 

 監査法人グラヴィタス  

 京都府京都市  

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 圓岡　徳樹

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯田　一紀

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る金下建設株式会社の2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、金下

建設株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

EDINET提出書類

金下建設株式会社(E00133)

有価証券報告書

 92/100



 

一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する工事契約に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

連結財務諸表の【注記事項】(連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項)４．会計方針に関する事項 (4)

重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社及び

連結子会社は工事契約について、期間がごく短い工事を除

き、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の

期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に

移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり

収益を認識する方法を採用しており、履行義務の充足に係

る進捗度の見積りは、各期末日までに発生した工事原価

が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて

行っている。当連結会計年度において、一定の期間にわた

り履行義務を充足し収益を認識する方法により計上した完

成工事高は7,261百万円であり、売上高の75％を占めてい

る。

一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方

法による完成工事高は、予想される工事原価総額を基礎と

して見積った工事進捗度に、予想される工事収益総額を乗

じて算定しており、工事収益総額、工事原価総額及び工事

進捗度を合理的に見積ることが必要となる。

工事は基本的な仕様や作業内容が顧客の指示に基づいて

行われるため工事契約の内容は個別性が強い。また、期間

が長期にわたる工事についてはその進捗過程において工事

に係る諸状況の変化や着工当初は予期しえなかった新たな

事象が生じることがあり、それらに起因する契約内容の変

更等が生じやすい。このような工事契約の特性から工事収

益総額、工事原価総額の見積りは以下のような不確実性を

伴っている。

工事収益総額は発注者と合意した工事請負金額を基礎と

するが、工事の進捗過程における建設資材価格や労務単価

等の変動、新たに判明した事象の影響等に応じて当事者間

の協議により工事内容の変更や追加等が行われることがあ

り、それに伴う請負額の変更を当事者間で決定していない

場合には発注者との合意が得られるまでの期間において変

更額の見積りによる不確実性を伴うことになる。

工事原価総額は工事ごとの実行予算を基礎とするが、工

事契約ごとに基本的な仕様や作業内容、工期等が異なるこ

とから実行予算の見積りにあたっては画一的な判断尺度が

得られにくいことや、工事の内容・範囲、工法、工期等の

変更や追加等に応じて適時適切に見積りの見直しを行う必

要があり、工事原価総額の見積りは工事に責任を有する者

による仮定や判断を必要とする点において不確実性を伴っ

ている。また、期末日時点における工事進捗度は工事原価

総額の見積りを基礎とすることから、工事原価総額の見直

しが適時・適切に行われない場合には工事進捗度が期末日

における工事進捗の実態を適切に反映しない可能性があ

る。

最近の建設業界の事業環境として建設資材価格や労務単

価の高騰・高止まり、技術者をはじめとする建設従事者の

慢性的な不足等が顕著であり、それによって工事収益総

額、工事原価総額の見積りに関する重要性が増している。

以上により、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義

務を充足し収益を認識する工事契約に関する収益認識にお

ける工事収益総額及び工事原価総額の見積りが当連結会計

年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上

の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収

益を認識する方法の適用における工事収益総額及び工事原

価総額の見積りの合理性を検討するにあたり、主として以

下の監査手続を実施した。

（1）内部統制の評価

工事収益総額及び工事原価総額の見積りプロセスに関

する以下の内部統制を評価した。

・発注者との協議状況等に応じて、適時・適切に工事収

益総額の見積りの改訂及びその確認・承認を行うため

の統制を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書が専門

知識を有する工事担当者により作成され、工事原価管

理部署等の確認・承認を受けることにより実行予算の

信頼性を確保するための統制を評価した。

・工事原価総額の見積りが、工事の施工状況や実際の原

価発生額、発注者からの変更指示や発注者との協議等

に基づいて適時適切に見直され、その確認・承認を行

うための統制を評価した。

（2）工事収益総額の見積りの妥当性の評価

・工事収益総額の見積りの基礎となる当初の工事請負契

約書や変更契約書との照合、契約に基づく入金状況の

検討を行った。決算日時点における発注者との既契約

額及び発注者の既支払額については発注者に対して書

面による確認を行った。

・工事収益総額の見積りのうち未契約部分について、見

積りに用いている仮定の合理性や見積額の妥当性を評

価するため、工事内容の変更や追加に係る議事録等の

書類や社内での確認・承認に関する資料の閲覧、見積

書等の関連資料との照合及び工事担当者等への質問に

よる検討を行った。

・工事収益総額の見積額と発注者との合意による確定額

との比較分析による見積りの精度の検討を行った。

（3）工事原価総額の見積りの妥当性の評価

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書との照

合、実行予算書については受注段階における積算額と

の比較や予定工事損益率の異常性の有無の検討を行っ

た。

・工事の進捗過程における見積工事原価総額及び予定工

事損益率について四半期ごとの変動状況を分析し、異

常な変動の有無、その内容及び変動理由の合理性を関

連資料の閲覧、担当者への質問、実際発生工事原価と

の比較等により検討した。

・主要な工事については現場視察を実施して工事の進捗

状況を工程表に照らして確かめ、工事担当者に対して

工事原価総額の見積りにおける不確実性の有無等を質

問し、期末日時点における完成工事高の算定に用いら

れた見積工事原価総額及び工事進捗度との整合性を検

討した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸

表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、 連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると

判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の

公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公

共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しな

い。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、金下建設株式会社の2024年

12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、金下建設株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択

及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査

人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し

て責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状

況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

  2025年３月25日

金下建設株式会社   

 

 　　　取締役会 御中  

 

 監査法人グラヴィタス  

 京都府京都市  

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 圓岡　徳樹

 

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯田　一紀

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る金下建設株式会社の2024年１月１日から2024年12月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、金下建設

株式会社の2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する工事契約に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

財務諸表の【注記事項】(重要な会計方針)５．収益及び

費用の計上基準に記載のとおり、会社は工事契約につい

て、期間がごく短い工事を除き、約束した財又はサービス

に対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足する

につれて一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用し

ており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、各期末

日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額

に占める割合に基づいて行っている。当事業年度におい

て、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する

方法により計上した完成工事高は6,804百万円であり、売

上高の75％を占めている。

一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方

法による完成工事高は、予想される工事原価総額を基礎と

して見積った工事進捗度に、予想される工事収益総額を乗

じて算定しており、工事収益総額、工事原価総額及び工事

進捗度を合理的に見積ることが必要となる。

工事は基本的な仕様や作業内容が顧客の指示に基づいて

行われるため工事契約の内容は個別性が強い。また、期間

が長期にわたる工事についてはその進捗過程において工事

に係る諸状況の変化や着工当初は予期しえなかった新たな

事象が生じることがあり、それらに起因する契約内容の変

更等が生じやすい。このような工事契約の特性から工事収

益総額、工事原価総額の見積りは以下のような不確実性を

伴っている。

工事収益総額は発注者と合意した工事請負金額を基礎と

するが、工事の進捗過程における建設資材価格や労務単価

等の変動、新たに判明した事象の影響等に応じて当事者間

の協議により工事内容の変更や追加等が行われることがあ

り、それに伴う請負額の変更を当事者間で決定していない

場合には発注者との合意が得られるまでの期間において変

更額の見積りによる不確実性を伴うことになる。

工事原価総額は工事ごとの実行予算を基礎とするが、工

事契約ごとに基本的な仕様や作業内容、工期等が異なるこ

とから実行予算の見積りにあたっては画一的な判断尺度が

得られにくいことや、工事の内容・範囲、工法、工期等の

変更や追加等に応じて適時適切に見積りの見直しを行う必

要があり、工事原価総額の見積りは工事に責任を有する者

による仮定や判断を必要とする点において不確実性を伴っ

ている。また、期末日時点における工事進捗度は工事原価

総額の見積りを基礎とすることから、工事原価総額の見直

しが適時・適切に行われない場合には工事進捗度が期末日

における工事進捗の実態を適切に反映しない可能性があ

る。

最近の建設業界の事業環境として建設資材価格や労務単

価の高騰・高止まり、技術者をはじめとする建設従事者の

慢性的な不足等が顕著であり、それによって工事収益総

額、工事原価総額の見積りに関する重要性が増している。

以上により、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義

務を充足し収益を認識する工事契約に関する収益認識にお

ける工事収益総額及び工事原価総額の見積りが当事業年度

の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な

検討事項に該当すると判断した。

連結財務諸表の監査報告書において、「一定の期間にわ

たり履行義務を充足し収益を認識する工事契約に関する収

益認識」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、

監査上の対応について記載している。

当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対

応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に

関する具体的な記載を省略する。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報

告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、 職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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